
令和 5 年度 第 2 回高知県環境審議会自然環境部会 

次第 
 

日時：令和 6 年 2 月 7 日（水）13:30～16:00 
場所：高知県立県民文化ホール 第 11 多目的室 

 

１ 開 会 

 

２ 会議記録署名委員の指名 

 

３ 議 事  

 生物多様性に関するアンケート調査について 

 生物多様性こうち戦略 2024 改定版（案）の策定について 

 

４ 閉 会 

 

 



生物多様性に関するアンケート調査 

結果概要                     

◇調査の目的 
「生物多様性こうち戦略」の改定にあたり、その基礎的な資料とするため実施した。 

 

◇調査期間 
令和 5 年 11 月 16 日（木）～12 月 10 日（日） 

 

◇調査対象及び回収状況 

※県民に含めている高校生 21 名は、令和 5 年 12 月 10 日に開催された「こうち環境フェア」にて同じアンケートを
不特定多数に配布しオンラインで回収されたもの。したがって、ここの回収率は生協組合員対象の結果であるが、
若い世代の貴重なデータであるため回収数は記載して結果にも反映させた。 
なお、回収率算出のため合計値に高校生は含めていない。 

対象 配布数 回収数 回収率 備考 

県民 300 
182 

（高校生 21 名※

含めて計 203） 
60.7％ 

生協の協力によって生協組合員に配布 
回答は紙 158、オンライン 24 
高校生は全てオンライン回答 

事業所 413 84 20.3％ 
「こうち SDGs 推進企業登録制度」登
録企業より全ての事業所を対象 
回答は全てオンライン 

NPO 133 33 24.8％ 県内環境関係 NPO 団体を対象 
回答は紙 26、オンライン 7 

学校 308 236 76.6％ 県内公立小中高等学校全てを対象 
回答は全てオンライン 

市町村 34 20 58.8％ 県内市町村環境関連部署を対象 
回答は全てオンライン 

県庁 5,479 2,844 51.9％ 庁内グループウェアのアンケート機能
により実施 

合計 6,667 3,399 51.0％ － 

資料 １ 



19歳以下 4.4％
20歳代 0.5％

30歳代 3.0％
40歳代 8.4％

50歳代
14.3％

60歳代
34.5％

70歳代 24.1％

80歳代以上
5.9％

無回答
4.9％

11.2 50.6 14.6 22.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.3 53.2 16.7 19.2 0.5 

言葉も意味もよく知っている 言葉を聞いたことがあり、おおむね意味もわかる
意味は知らないが、言葉は聞いたことがある 聞いたことがない
無回答

2018年度

2023年度

61.8%

63.5 %

29.1

80.8

59.6

44.8

41.9

6.9

6.9

7.4

3.9

0.5

海や川、まちなどでの清掃活動

旬の食材や自分の地域で採れたものを食べる

地球温暖化を防ぐため、できる範囲で省エネや再生可能エネルギーの利用に取り組む

ペットなどの飼育、植物の栽培などについて最後まで責任を持つ

エコラベルの商品など環境保全に貢献している商品をなるべく選ぶ

生きものの観察会や学習会に参加する

外来植物の駆除活動や貴重な動植物の保護活動に参加する

特に何もしていない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

言葉も意味もよく
知っている 10.3％

言葉を聞いたことがあり、
おおむね意味もわかる

53.2％

意味は知らないが、
言葉は聞いたことが
ある 16.7％

聞いたことがない
19.2％

無回答 0.5％

■「生物多様性」の意味を知っていますか。

【居住地】 【年代】

■高知県は多くの生きものが暮らす自然豊かなところだと思いますか。

■高知県の生物多様性に関して、あなたは特にどのようなことが問題だと思いますか。【複数回答】

■生物多様性の保全のために、あなたが現在実行していることはありますか。【複数回答】

県民
203部

【前回アンケートとの比較】

1

「特に何もしていない」を選んだ方（15件）に質問

■生物多様性の保全に資する取組のうち、あなたが取り組めそうなことは何ですか。
【複数回答】

大いに思う
33.5％

まあまあそう思う
64.0％

あまりそうは思わない 1.0％

全くそう思わない 0.0％ わからない 1.0％

無回答 0.5％

15件

34.0 

26.6 

48.8 

37.4 

5.4 

26.1 

24.6 

32.5 

7.9 

36.9 

3.0 

2.5 

0.0 

手入れ不足やシカの食害などの山の問題
連続性を分断する堰堤や単調なコンクリート護岸、濁りなどの川の問題
イノシシなどの鳥獣被害や耕作放棄地の増加など里地里山の問題

やせた砂浜やプラスチックごみの増加など海の問題
魚や昆虫、エビ・カニなどの数や種類が減ったこと

ブラックバスやカミツキガメ、オオキンケイギクなどの外来種の影響
自然学習や体験活動など、自然に関心を持つ機会が少ないこと

開発による貴重な野生動植物の生息・生育地の破壊
貴重な動植物の違法捕獲や盗掘による減少や消失

気候変動による野生動植物の生息・生育地の減少や消失
わからない
その他
無回答

0％ 20％ 40％ 60％

20.0
80.0

53.3

20.0

53.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

海や川、まちなどでの清掃活動

旬の食材や自分の地域で採れたものを食べる

地球温暖化を防ぐため、できる範囲で省エネや再生可能エネルギーの利用に取り組む

ペットなどの飼育、植物の栽培などについて最後まで責任を持つ

エコラベルの商品など環境保全に貢献している商品をなるべく選ぶ

生きものの観察会や学習会に参加する

外来植物の駆除活動や貴重な動植物の保護活動に参加する

できそうなことはない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％



■生物多様性の保全に関する活動を行ううえで、支障となっていることや難しいと感じていることは何
ですか。【複数回答】

■生物多様性の保全にどのような取組が重要だと思いますか。【複数回答】

■生物多様性の保全や高知の自然・生きものについて学べる観察会、講座、セミナーなどがあれば
参加したいですか。

県民
203部

■生物多様性の保全と自らの生活についてどのようにお考えですか。

58.6

29.1

29.1

2.5

37.9

25.6

5.9

4.4

具体的にどう行動すればよいか分からない

取り組む時間や費用がかかること

日常生活で生物多様性、生きものや自然を守ることを意識する機会がない

生物多様性、生きものや自然に興味がない

まわりに活動している人がいないので行動を起こしにくい

体力的に難しい

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

59.1

77.3

64.0

58.1

43.3

58.1

33.0

36.9

51.7

0.0

2.0

2.5

1.0

絶滅の恐れのある希少な動植物の保全対策

森林や河川、農地、ため池など身近な自然環境の保全対策

生態系に影響を与える外来種除去対策

環境教育の場や自然と触れ合う機会づくり

農林業や生態系に被害を与える鳥獣対策

自然の恵みを活かした知恵や伝統の継承

生物多様性に関する調査・研究の充実

環境保全活動を行う団体などへの支援、資金援助

生物多様性に関する情報発信など広報活動

特にない

わからない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

生物多様性と自分の生活がつながっている実感があり、
楽しく暮らしていける 17.2％

生物多様性と自分の生活がつながっている実感はないが、
重要であると考えている

67.5％

生物多様性と自分の生活がつながっているという
実感はなく、特に何もしなくてよいと考えている

0.0％

生物多様性の保全は自分の生活に一定の我慢を
強いられるものだと考えている

8.9％

わからない 4.9％

無回答 1.5％

2

ぜひ参加したい
7.4％

機会があればできるだけ
参加したい 66.0％

リモートであれば
参加したい 7.4％

参加するつもりはない
16.7％

無回答 2.5％



事業所
84部

生物多様性に関する方針を定め、
具体的な取組を実施している

17.9％

方針は定めていないが、生物多様性の
保全に関する取組を実施している

36.9％
方針は定めているが、

具体的な取組は行っていない
13.1％

生物多様性に関する方針はなく、
何の取組も行っていない 31.0％

無回答 1.2％

■貴事業所と生物多様性の保全との関連性について教えてください。

【業種】

■貴事業所の活動は、どのような生物多様性の恵み（生態系サービス）を受けていますか。
【複数回答】

■生物多様性に関する方針を定めたり、具体的な取組を行っていますか。

■どのような取組を実施していますか。【複数回答】

取組を「実施している」を選んだ事業所（46件）に質問

46件

37件

「取組を行っていない」を選んだ事業所（37件）に質問

■取組をしていない理由は何ですか。【複数回答】

50.0 

29.8 

34.5 

16.7 

11.9 

16.7 

7.1 

11.9 

14.3 

4.8 

1.2 

0％ 20％ 40％ 60％

森林等による土壌侵食や自然災害の防止・緩和

農業用水・工業用水・飲料水などの水の供給

木材・紙・繊維などの供給

微生物などによる水の浄化および有機物の分解

燃料（バイオマスなど）・肥料・飼料の供給

食料の生産および供給

生物由来の化学物質・薬などの原料の供給

エコツーリズムやレクリエーション等自然を利用した旅行や娯楽

わからない

その他

無回答

農業 2.4％

林業 1.2％

漁業 0.0％
鉱業 1.2％

建設業 38.1％

製造業
15.5％

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0％
情報通信業 3.6％

運輸業 1.2％

卸売業 2.4％

小売業 6.0％

金融・保険業 3.6％

不動産 0.0％

専門・技術サービス業 4.8％
飲食業 0.0％
宿泊業 0.0％

生活関連サービス業・娯楽業 3.6％ 医療・福祉業 9.5％
教育・学習支援業 2.4％

複合サービス事業 0.0％

その他のサービス業 3.6％
公務
0.0％

その他 1.2％ 無回答 0.0％

58.7 

30.4 

13.0 

21.7 

13.0 

23.9 

15.2 

17.4 

8.7 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％

公園や河川、海浜などの清掃活動

山への植樹や下草刈りなど森林保全活動

竹林整備や耕作放棄地の利用など里地里山の保全活動

生物調査や希少生物の保護、外来種の駆除活動

生物多様性に関する講演会や観察会など環境学習の実践活動

生物多様性の保全に寄与する原材料の調達・使用

生物多様性の保全に関する情報発信

生物多様性の保全活動を推進する団体などへの資金援助・寄付

その他

無回答

0.0 
0.0 

35.1 

27.0 

48.6 

10.8 

5.4 

32.4 

2.7 

0.0 

5.4 

0％ 20％ 40％ 60％

トップおよび経営層の理解が得られない
経営層と従業員との合意形成が困難

取組に対する経済的・時間的な余裕がない
取組を実践する部署および人材の確保が困難
事業活動と生物多様性との関連性が不明確

情報収集・整理が困難
政府や自治体が率先して行動していない

具体的に何をやっていいかわからない
特に理由はない

その他
無回答

自社の事業活動と大いに関連があり、
重要視している

41.7％自社の事業活動との関連は低いと考えているが、
生物多様性は重要であると考えている

51.2％

自社の事業活動と関連はあるが、
それほど重要視していない

2.4％

自社の事業活動とは関連がなく、
重要視もしていない

4.8％

無回答 0.0％

3



生物多様性の保全が図られている区域はある
7.1％

生物多様性の保全が
図られている区域はない

25.0％

生物多様性の保全が
図られているか把握していない

65.5％

無回答 2.4％

ぜひ参加したい
8.3％

機会があれば
できるだけ参加したい

52.4％

リモートであれば参加したい
32.1％

参加するつもりはない
6.0％

無回答 1.2％

取組内容をよく知っている
0.0％

取組内容を少し知っている
10.7％

取組内容は知らないが
言葉は聞いたことがある

29.8％
聞いたことはない

59.5％

無回答
0.0％

■生物多様性の保全や高知の自然・生きものについて学べる観察会、講座、セミナーなどがあれば
参加したいですか。

■高知県の生物多様性を保全するために、貴事業所として行政に要請したい支援は何ですか。
【複数回答】

事業所
84部

■「30by30」や「自然共生サイト」などの取組を知っていますか。

■貴事業所が管理している場所で生物多様性が保全されている区域はありますか。

「生物多様性の保全が図られている区域はある」を選んだ事業所（6件）に質問

■「自然共生サイト」への登録を検討しますか。

■「自然共生サイト」への登録にあたり、課題と思うことは何ですか。【複数回答】

6件

42.9 

36.9 

14.3 

47.6 

28.6 

33.3 

6.0 

3.6 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％

国内の動向や関連制度の紹介など情報提供

事業内容との関連性を自己診断できる仕組み

指標などの目標設定

助成金・補助金制度

認証や表彰制度

研修会や情報交換会などの開催

調査や分析などに必要な道具や材料の提供・貸出し

その他

無回答

61.9 

7.1 

11.9 

10.7 

27.4 

15.5 

2.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

登録するメリットが不明瞭

申請に係る手続が煩雑で分かりにくい

費用面の負担が大きい

事業所内での調整が困難

登録後の維持管理面が不安

その他

無回答

すでに検討している
0.0％

今後検討してみたい
83.3％

検討したが申請しないことにした
16.7％

一切検討しておらず、今後も検討することはない
0.0％

無回答
0.0％

4



18.2 

27.3 

18.2 

18.2 

12.1 

12.1 

45.5 

21.2 

0％ 20％ 40％ 60％

山への植樹や間伐、下草刈りなど森林保全活動

竹林整備や耕作放棄地の利用など里地里山の保全活動

生物調査や希少生物の保護、外来種の駆除活動

生物多様性に関する講演会や観察会など環境学習の実践活動

生物多様性の保全に関する情報発信

生物多様性の保全活動を推進する団体などへの支援・資金援助

生物多様性以外の環境を守る活動（清掃活動、温暖化防止に関する活動等）

無回答

取り組む予定である
（検討段階含む）

0.0％

事業活動と関連性が低いため、
取り組む予定はない

62.5％

関心はあるが、
具体的にどう取り組めばいいかわからない

25.0％

生物多様性の保全に取り組んでいる他の団体と
つながる機会があれば検討する0.0％ その他

12.5％

無回答 0.0％

■貴団体は生物多様性に関するどのような取組を行う団体ですか。【複数回答】

ＮＰＯ
33部

■取組をさらに推進するうえで、課題と思うことは何ですか。【複数回答】

■「30by30」や「自然共生サイト」などの取組を知っていますか。

■高知県の生物多様性を保全するために、行政に要請したい支援は何ですか。【複数回答】

「生物多様性に関する取組を実施している」を選んだ団体（18件）に質問

「生物多様性に関する取組を実施していない」を選んだ団体（8件）に質問

27.3 

6.1 

15.2 

57.6 

6.1 

39.4 

18.2 

3.0 

15.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

国内の動向や関連制度の紹介など情報提供
事業内容との関連性を自己診断できる仕組み

指標などの目標設定
助成金・補助金制度

認証や表彰制度
研修会や情報交換会などの開催

調査や分析など必要な道具や材料の提供・貸出し
その他
無回答

■生物多様性の保全や高知の自然・生きものについて学べる観察会、講座、セミナーなどがあれば
参加したいですか。

■今後、生物多様性にも取り組む予定はありますか。

5.6 

66.7 

55.6 

16.7 

27.8 

66.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

会員間の合意形成が困難
取組に対する経済的・時間的な余裕がない

取組を実践する担当者や活動に参加できる人材などの確保が困難
情報収集・整理が困難

政府や自治体が率先して行動していない
活動者の高齢化などが進み、体力的に難しい

課題は特に見当たらない
その他
無回答

ぜひ参加したい
6.1％

機会があればできるだけ
参加したい

54.5％
リモートであれば参加したい

12.1％

参加するつもりはない
15.2％

無回答
12.1％

取組内容をよく知っている3.0％

取組内容を少し知っている 0.0％

取組内容は知らないが
言葉は聞いたことがある

30.3％

聞いたことはない
57.6％

無回答 9.1％

5

18件

8件



■生物多様性の保全や高知の自然・生きものについて学べる観察会、講座、セミナーなどがあれば
参加したいですか。

28.0 
15.7 

18.2 

8.5 

16.5 

28.0 
41.5 

22.9 

6.4 

0.4 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

公園や河川、海浜などの清掃
山への植樹や間伐体験などの森林保全

川の水質や生きものの調査、観察
田んぼや用水路、耕作放棄地などを利用した生きもの調査など里地里山での活動

海辺の生きものの調査や観察
生物多様性に関する室内での学習

高知県の自然や生きものをテーマにした環境学習
生物多様性に関する授業は行っていない

その他
無回答

「生物多様性に関する授業は行っていない」を選んだ方（54件）に質問

5.6 
11.1 
13.0 

5.6 
9.3 

3.7 
11.1 

16.7 
61.1 

7.4 
11.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

教員間の合意形成が困難
取組に対する経済的・時間的な余裕がない

授業を行うことができる教員がいない
環境教育と生物多様性との関連性が不明確

情報収集・整理が困難
政府や自治体の手本及び先行事例がない

教員が高知県の自然や生きものについて学ぶ機会がない
具体的に何をやっていいかわからない

特に理由はない
その他
無回答

■高知県の生物多様性に関する授業を行っていない理由は何ですか。【複数回答】

■行っていない理由は何ですか。【複数回答】

■生物多様性の保全や環境学習に関してどのような授業や取組を実施していますか。【複数回答】

学校
236部

【校種】

「高知県の自然や生きものをテーマにした環境学習」を選ばなかった方（138件）に質問

■高知県の生物多様性の保全活動に貴校が参加する場合、行政に求める支援は何ですか。

2.9 
8.7 

10.1 

6.5 

18.1 

14.5 

57.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

授業を行うことができる教員がいない
情報収集・整理が困難

手本及び先行事例がない
教員が高知県の自然や生きものについて学ぶ機会がない

具体的に何をやっていいかわからない
その他
無回答

ぜひ参加したい
5.1％

機会があれば
できるだけ参加したい

33.9％

リモートであれば参加したい
14.8％

参加するつもりはない
43.2％

無回答
3.0％

先進校の事例紹介など
情報提供 8.1％ 生物多様性の保全に取組む

ガイドラインの作成 4.7％

指標などの目標設定 1.7％

助成金・補助金制度 10.6％

認証や表彰制度 1.3％

研修会や情報交換会などの開催
0.8％

調査や分析などに必要な道具
や材料の提供・貸出し 6.4％

講師などの
派遣

18.6％

わからない
44.5％

その他 2.5％

無回答 0.8％

小学校 19.1％

中学校
68.6％

高等学校 9.7％

義務教育学校 2.5％
無回答 0.0％
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その他の回答 【20件】
【うち、10件】 ・時間的な余裕がない

・時間の確保が困難

138件

54件



64.3

14.3

21.4

71.4

7.1

50.0

42.9

7.1

7.1

0.0

国内の動向や関連制度の紹介など情報提供
事業内容との関連性を判断できる仕組み

指標などの目標設定
助成金・補助金制度

認証や表彰制度
研修会や情報交換会などの開催

調査や分析など必要な道具や材料の提供・貸出し
わからない
その他
無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

すぐにでも策定したい
0.0％

何らかの補助があれば
策定したい

20.0％
補助はなくてもいずれ

策定したい
5.0％

策定には消極的である
30.0％

策定はしない
5.0％

わからない
35.0％

その他
5.0％

無回答
0.0％

■生物多様性や自然環境を守るための取組について、どのように考えますか。

市町村
20部

■取組を行っていない理由は何ですか。【複数回答】

■地域独自の生物多様性地域戦略を策定することについて、どのように考えていますか。

■生物多様性や自然環境保全に関わる取組や補助などを行っていますか。【複数回答】

■生物多様性の保全をさらに推進するため、貴課室が国や県に要請したい支援は
どのようなことですか。【複数回答】

■策定しない理由は何ですか。【複数回答】

「策定には消極的である」「策定はしない」を
選んだ市町村（7件）に質問7件

「生物多様性に関する取組や補助などを実施している」を選んだ市町村（14件）に質問

「何も行っていない」を選んだ市町村（5件）に質問

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

首長および庁内の合意形成が困難

取組に対する予算確保が困難

庁内外の人材の不足

住民や企業、NPOなど団体の協力が得にくい

生物多様性に関する情報不足

具体的に何をやっていいかわからない

利用しやすい支援制度がない

特に理由はない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％

費用がある程度かかっても
積極的に取組を行う

10.0％

取組は行うができるだけ
費用はかけたくない

45.0％

費用がかかるのであれば
取組は行わない

10.0％

費用がかからなくても
何の取組も行わない

0.0％

わからない
25.0％

その他
10.0％

無回答
0.0％

60.0

45.0

20.0

15.0

20.0

30.0

10.0

25.0

25.0

5.0

0.0

公園や河川、海浜などの清掃活動

山への植樹や間伐、下草刈りなど森林保全活動

竹林整備や耕作放棄地の利用など里地里山の保全活動

自然環境や生きものなどの調査活動

稚魚の放流や希少生物などの保護活動

外来種やシカ、イノシシ、カワウ、オニヒトデなどの駆除活動

生物多様性に関する講演会や観察会など環境学習の実践活動

伝統的な祭りや食文化、伝統漁法などを継承する活動

何も行っていない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％

14件

5件

7

71.4

85.7

100.0

85.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

予算確保が困難

業務多忙で手が回らない

知識のある人材がいない

生物多様性に関する情報不足

他の関連計画でまかなえるから

庁内の同意が得られない

必要性を感じない

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％



すでに検討している 0.0％

今後検討してみたい
50.0％

検討したが申請しないことにした 0.0％

一切検討しておらず、今後
も検討することはない

50.0％

無回答 0.0％

生物多様性の保全が
図られている区域はある

10.0％

生物多様性の保全が
図られている区域はない

5.0％

生物多様性の保全が図られているか
把握していない

85.0％

無回答
0.0％

市町村
20部

■「30by30」や「自然共生サイト」などの取組を知っていますか。

■貴市町村が管理している場所で生物多様性が保全されている区域はありますか。

「生物多様性の保全が図られている区域はある」を選んだ市町村（2件）に質問

■「自然共生サイト」への登録を検討しますか。

2件

■「自然共生サイト」への登録にあたり、課題と思うことは何ですか。【複数回答】

取組内容をよく知っている 0.0％

取組内容を少し知っている
15.0％

取組内容は知らないが
言葉は聞いたことがある

25.0％

聞いたことはない
60.0％

無回答
0.0％

75.0

25.0

30.0

25.0

40.0

0.0

0.0

登録するメリットが不明瞭

申請に係る手続が煩雑で分かりにくい

費用面の負担が大きい

庁内調整が困難

登録後の維持管理面が不安

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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言葉も意味も知っている
17.9％

言葉を聞いたことがあり、
おおむね意味もわかる

45.6％

意味は知らないが、
言葉は聞いたことがある

24.0％

聞いたことがない
12.4％

無回答
0.0％

総務部 10.1％
危機管理部 2.2％

健康政策部 9.9％

子ども・福祉政策部 7.0％

文化生活スポーツ部
3.6％

産業振興推進部 4.0％

中山間振興・交通部 1.6％

商工労働部 4.9％
観光振興部 1.5％

農業振興部
14.0％

林業振興・環境部
7.6％

水産振興部 3.3％

土木部 19.9％

会計管理局 1.3％
各種委員会 9.1％

無回答 0.0％

■生物多様性や自然環境の保全に取り組むうえで、課題と思うことは
何ですか。【複数回答】

■生物多様性の保全のために、担当課に要請したい支援は何ですか。
【複数回答】

■高知県が平成26年3月に策定した
「生物多様性こうち戦略」を知っていますか。

【所属】 【年代】

■「生物多様性」という言葉を知っていますか。

■あなたの業務と生物多様性の保全との関連性はありますか。県庁職員
2,844部

「業務と関連がある」を選んだ人（483件）に質問

483件

■生物多様性の保全や高知県の自然や生物をテーマにした講座・セミナーがあれば参加したいですか。

29歳以下
16.6％

30歳代
21.6％40歳代

22.5％

50歳代以上
39.3％

無回答
0.0％

知っている
8.8％

聞いたことはあるが、
内容はわからない

23.9％知らない
67.3％

無回答0.0％

ぜひ参加したい
4.3％

機会があればできるだけ
参加したい

30.3％

リモートであれば
参加したい

30.5％

参加するつもりはない
34.9％

無回答
0.0％

業務と関連がある
17.0％

業務と関連はないが、
課室としては関連がある

14.3％
業務と関連がなく、

課室としても関連がない
40.4％

わからない
27.9％

その他0.0％

無回答
0.4％

7.6 

36.0 

43.2 

53.1 

46.9 

28.1 

3.7 

0.0 

3.3 

0％ 20％ 40％ 60％

課室内の合意形成が困難

生物多様性の保全のための予算確保が困難

携われる人材の不足

生物多様性に関する情報の不足

事業の成果が見えにくい

具体的に何をやっていいのかわからない

課題は特に見当たらない

その他

無回答

56.6 

35.5 

22.9 

38.0 

9.5 

7.0 

0.0 

5.2 

0％ 20％ 40％ 60％

情報の提供（国内動向や関連制度など）

専門的な人材の紹介

指標などの目標設定

研修会や情報交換会の開催

わからない

支援は必要ない

その他

無回答
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民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域
（申請主体：企業、団体・個人、自治体）

自然共生サイト

認定申請

審査（認定主体：環境省）

「自然共生サイト」のうち、保護地域との重複を除外した区域

自然共生サイト

OECMとして国際データベースに登録

➊ ➋ ➌

➊

➋

➌
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| 21 

第2部 行動計画

2030年に向けた目標：ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現

基本戦略１
生態系の健全性

の回復

基本戦略２
自然を活用した
社会課題の解決
（NbS）

基本戦略４
生活・消費活動
における生物多
様性の価値の
認識と行動

基本戦略３
ネイチャー

ポジティブ経済
の実現

基本戦略５
生物多様性に係る
取組を支える基盤
整備と国際連携の

推進

2050年ビジョン『自然と共生する社会』第1部 戦略

状
態
目
標

基
本
戦
略

関
連
施
策

５つの基本戦略の下に25ある行動目標ごとに、関係府省庁の関連する施策を掲載

状態目標（３つ）
・生態系の規模と質の

増加
・種レベルでの絶滅リ

スク低減
・遺伝的多様性の維持

状態目標（３つ）
・生態系サービス向上
・気候変動とのシナジ

ー・トレードオフ緩
和

・鳥獣被害の緩和

状態目標（３つ）
・ESG投融資推進
・事業活動による生物

多様性への配慮
・持続可能な農林水産

業の拡大

状態目標（３つ）
・価値観形成
・消費活動における配

慮
・保全活動への参加

状態目標（３つ）
・データ利活用・様々

な主体の連携促進
・資金ギャップの改善
・途上国の能力構築等

の推進

行動目標（６つ）
・30by30
・自然再生
・汚染、外来種対策
・希少種保全

等

行動目標（５つ）
・自然活用地域づくり
・再生可能エネルギー

導入における配慮
・鳥獣との軋轢緩和

等

行動目標（４つ）
・企業による情報開示

等の促進
・技術・サービス支援
・有機農業の推進

等

行動目標（５つ）
・環境教育の推進
・ふれあい機会の増加
・行動変容
・食品ロス半減

等

行動目標（５つ）
・基礎調査・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・ﾃﾞｰﾀ・ﾂｰﾙの提供
・計画策定支援
・国際協力

等

行
動
目
標



22 | 



 

| 23 

 

 

 

 

 

 



24 | 

 

 



 

| 25 

                                                        



26 | 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

| 29 

中長期 直近10年 中長期 直近10年

動物 直近20か年程度 D D 増加傾向。

植物 直近20か年程度 D C 近年横ばいで推移。

動物 直近20か年程度 D D 増加傾向。

植物 直近15か年程度 D D 外来種の帰化率上昇。

気温・海水温 直近100か年程度 D D 気温、海水温とも1℃以上上昇。

集中豪雨発生件数 直近40か年程度 D D 時間50mm以上の降雨が20回程度増加。

県内の人口動態 直近60か年程度 D D 人口は中山間地域で減少、高知市に集中。

害獣生息数 直近20か年程度 B C
ニホンジカの捕獲数は増加し、近年横ばい。生

息範囲は拡大。林業被害額は減少傾向。

間伐面積 直近15か年程度 C C 近年は横ばい。切捨から利用へシフト。

木材生産量 直近15か年程度 C C 60％程度増加。皆伐後の植林が課題。

林業就業者数 直近40か年程度 D C 40年間で70％程度減少。近年は横ばい。

魚類 直近40か年程度 D D アユ、ニホンウナギなど顕著な減少。

魚類以外 直近40か年程度 D D
テナガエビ類、スジアオノリなど顕著な減少。直

近10年は低調で横ばい。

害獣生息数（カワウ） 直近20か年程度 C B
カワウの県内における冬季生息数は横ばい。水

産業被害額は減少し、近年は横ばい。

水量 直近55か年程度 C C
県内一級河川の低水・渇水流量の増減は不明

瞭。

生活排水系 直近40か年程度 B A
四万十川、仁淀川、物部川のBODが低下。直近

10年は低水準で推移。

濁り 直近40か年程度 C C 一部の河川で濁りの長期化が顕在化。

漁協組合員数 直近10か年程度 D D 緩やかに減少傾向。

害獣生息数 直近20か年程度 B C
ニホンジカ、イノシシの捕獲数は増加し、近年横

ばい。農業被害は減少傾向。

耕作放棄面積 直近25か年程度 C C
放棄率は近年横ばい。農地全体の面積は減少

傾向。

竹林面積 直近60か年程度 C C
増加傾向から近年は横ばい。ただしデータの精

度について要検証。

農薬使用量（出荷量） 直近20か年程度 B C
出荷量、経営耕地面積ha当たり出荷量ともに減

少傾向。近年は横ばい。

白炭生産量 直近50か年程度 B A 約3倍に増加し、生産量は全国1位。

農家数 直近60か年程度 D D 70％程度減少。

高齢化率 直近60か年程度 D D 中山間地域を中心に24％増加。

藻場面積 直近30か年程度 D C
磯焼け状態が継続。近年、対策および調査を実

施中。

造礁サンゴ被度 直近10か年程度 C B
足摺宇和海は30％程度で推移。オニヒトデ被害

は改善傾向。

魚類 直近40か年程度 D D カツオ、ソウダガツオなど減少傾向。

魚類以外 直近50か年程度 D D
アワビ類、サザエなど顕著な減少。直近10年の

漁獲量は0で推移。

水質（N、P） 直近20か年程度 C C 閉鎖性内湾の全窒素、全リンの増減不明瞭。

赤潮件数 直近10か年程度 D D 浦ノ内湾、宿毛湾などで増加。

海面漁業就業者数 直近30か年程度 D D 約70％減少。

犬や猫の保護収容頭数 直近10か年程度 B A 犬及び猫の収容頭数は90％低下。

都市緑地面積 直近40か年程度 A B
40年前に比べて大きく増加。ただし、近年は横

ばい。

　　：急激な増加、　　：増加、　　：横ばい、　　：減少、　　：急激な減少　A：良好に推移、B：改善、C：どちらともいえない、D：悪化

富栄養化

全

体

絶滅危惧

種数

外来種の

確認種数

森

ま

ち

増減傾向
特記事項

生物多様性に関わる

評価因子

評価に用いた

データ期間

評価

川

漁獲量

水質汚濁

里

海 漁獲量
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◇人工林の拡大などによって県内に分布する原生的な自然林は狭

小で点在し、動物の生息域が分断されている。

◇人工林の拡大などにより、生態系上位種であるツキノワグマ、ク

マタカなどの生息環境が縮小している。

◇人手が少なく、管理不足の人工林が見られる。

◇ニホンジカの個体数増加と分布域の拡大による自然植生へ

の被害、濁水発生といった下流域への被害、ニホンカモシ

カの生息地の侵害が生じている。

 

◇外来種の定着により（ソウシチョウなど）、在来種と競

合するなど本来の生態系に変化が生じていることが危

惧される。

 

◇集中豪雨が頻発し、山林の崩壊が生じている。

 

◇温暖化の進行により、ブナ林など冷温帯林の縮小、

消滅が危惧される。

 

◇大規模森林開発やダム建設が行われた河川の一部では、濁水発生

とその長期化が生じ、水生生物に影響が及んでいる。

 

◇治水重視の河川改修や発電ダムにより減水区が生じた一部の河

川では、河川地形や河床材料の単調化、流路の狭小化が見られる。

◇魚道の整備不良が見られる横断構造物では、遡上や降下の際の移

動阻害が生じている。

 

◇河道内の樹林化の進行やキャンプなどの利用により、河川敷や中

州、河床など動植物の生息・生育環境が変化している。

 

◇漁業における乱獲等により、テナガエビ類やニホンウナギなどの

水資源が減少している。

 

◇良好な渓流、干潟が失われ、種数や個体数が減少している。

 

◇カワウなどの野生鳥獣による川魚（主にアユ）の食害が見

られる。

 

◇漁協組合員の高齢化及び減少により、漁場管理活動の低迷

が懸念される。

 

◇子どもたちの外遊びの減少など、くらしの中での河川利用

が減少し、自然にふれる機会が少なくなっている。

◇外来種による河道内の樹林化が進行し、動植物の生息・

生育環境が変化している。

 

◇アユなどの冷水病などの感染症が毎年見られるのに加

え、新たな感染症の発症が生じている。

◇外来種の分布域の拡大（オオクチバスなど）による生態

系の撹乱や希少種の減少が生じている。

 

◇集中豪雨や猛暑など異常気象の頻発により、生きも

のの生息・生育に対して影響が生じる場合がある。

 

◇人工林の拡大、手入れ不足によって森林群落の多様性が減少して

いる。

 

◇農地整備や水路改修などによって、多くの生きものの生息・生育

場所が変化している。

 

◇人手が少なく、管理不足の二次林、人工林が見られる。

 

◇棚田など耕作放棄地と竹林の増加に伴い、防災機能や生き

ものの生息空間が失われている。

 

◇イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルによる農作物への被害

が見られる。

 。

◇外来種の分布域の拡大（例えばセイタカアワダチソウ、

オオフサモ）による生態系の撹乱や希少種の減少が生じ

ている。

 

◇温暖化などにより、鳥類では夏鳥の渡来と繁殖の減

少や冬鳥の越冬の減少が見られる。

◇海浜の動植物の生息・生育環境や砂の移動状況（供給と流出）が、

人工構造物などにより変化している可能性がある。

◇河川から大量の土砂や濁水が流入する場合があり、造礁サンゴや

海藻など沿岸生物の生育への影響が懸念される。

 

◇良好な海浜、干潟が失われ、種の減少などが危惧される（例えば

アカウミガメなど）。

 

◇赤潮の発生による漁業被害が毎年見られる。

 

◇世界的な乱獲により、水産資源が減少している。

 

◇子どもたちの外遊びの減少など、くらしの中での海岸利用

が減少し、自然にふれる機会が少なくなっている。

◇漁業者の高齢化及び減少により、砂浜海岸など海辺の管理

活動の低迷が懸念される。

◇海岸部ではプラスチックなどごみの漂着が見られ、魚類

や爬虫類、鳥類などへの影響が懸念される。

◇外来種の分布域の拡大（例えばコウロエンカワヒバリガ

イ）による生態系の撹乱や希少種の減少が生じている。

 

◇海水温の上昇を一因とし、藻場の消失（磯焼け）と

それを餌とするアワビ類等の減少、造礁サンゴの白

化などが見られる。

ウニなど藻食性動物による摂餌や陸からの栄養素の

供給不足も磯焼けに関与している可能性がある。

 

◇オニヒトデ、サンゴ食巻貝などの食害生物によって

造礁サンゴの成育に被害が及んでいる。

◇豪雨時に流出した樹木が沿岸漁業の妨げとなって

いる。

◇中心市街地は相対的に緑が少なく、緑化できる空間が残されてい

る。

 

◇高知市内の水域に希少な動植物が生息・生育している。

◇他のエリアにおける担い手不足。

◇遺棄された外来種や広範に植栽された観賞用植物を加

害する外来種などの分布域の拡大による生態系の撹乱

や希少種の減少が生じている。

 

◇温室効果ガスの主な発生源となっている。
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11.2 50.6 14.6 22.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.3 53.2 16.7 19.2 0.5 

言葉も意味もよく知っている 言葉を聞いたことがあり、おおむね意味もわかる

意味は知らないが、言葉は聞いたことがある 聞いたことがない

無回答

2018年度

2023年度

61.8%

63.5 %

58.6

29.1

29.1

2.5

37.9

25.6

5.9

4.4

具体的にどう行動すればよいか分からない

取り組む時間や費用がかかること

日常生活で生物多様性、生きものや自然を守ることを意識する機会がない

生物多様性、生きものや自然に興味がない

まわりに活動している人がいないので行動を起こしにくい

体力的に難しい

その他

無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

77.3
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ぜひ参加したい

8.3％

機会があれば

できるだけ参加したい

52.4％

リモートであれば参加したい

32.1％

参加するつもりはない

6.0％

無回答 1.2％

生物多様性に関する方針を定め、具

体的な取組を実施している 17.9％

方針は定めていないが、生物

多様性の保全に関する取組

を実施している 36.9％方針は定めているが、具体的な

取組は行っていない 13.1％

生物多様性に関する方針はなく、

何の取組も行っていない 31.0％

無回答 1.2％
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① 身近な生きものや自然に関心をもち、生物多様性保全の重要性を理解する。 

② 自然環境の保全・再生を目的とする保全活動や環境学習・観察会、イベント等に積極的に参加

する。 

③ 希少野生動植物のむやみな捕獲・採取等をしないなど、法令を守り、保護に協力する。 

④ 生きものは最期まで責任を持って飼育する。 

⑤ 外来生物の被害予防 3原則（入れない、捨てない、拡げない）の徹底と駆除に協力する。 

⑥ 里地里山の自然が豊かな生態系を育み、人々が恩恵を享受していることを理解し、適正な維

持管理活動等に参加・協力する。 

⑦ 地域の祭りや伝統行事等に参加して多様な地域文化の保存に努め、次世代に継承する。 

⑧ 生物多様性に配慮したエコライフを実践する。 

 ＊地産地消に努め、生物多様性に配慮して生産された農林水産物や旬の食材の活用 

 ＊エコマークやカーボンオフセット、マリン・エコラベルなどの環境に優しい商品の優先的な

購入 

 ＊公共交通の利用 

 ＊3R（Reduceリデュース、Reuseリユース、Recycleリサイクル）など資源循環への取組 
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① 事業活動が生物多様性に与える影響を意識し、生物多様性の保全や持続可能な利用に配慮し

ながら活動する。 

② 県や NPO 等民間団体が開催する生物多様性に関する研修会、地域の清掃活動、体験学習等

に参加し、生物多様性の重要性を学ぶ。 

③ 生物多様性の保全活動等に関する研修会を開催し、職員の理解を深める。 

④ 社会貢献活動（CSR活動）を通じた森・川・海などでの生物多様性の保全活動を行う。 

⑤ 多様な森づくりや環境保全型農業、資源管理型漁業などによる生物多様性に配慮した生産活

動を行う。 

⑥ 原材料の調達や、商品・農林水産物の生産、流通、廃棄などあらゆる事業活動の局面において

生物多様性保全に配慮する。 

⑦ 土地開発を伴う事業活動に際しては、生態系に及ぼす影響についてリスクを把握したうえで

方針を策定し、必要な対策を講じる。 

⑧ 保有している土地や工場などにおいて、ビオトープの設置や緑化など、生物多様性の保全措

置を講じる。 

⑨ 事業活動に使用する食材については、地産地消に取り組み、地域資源の持続的な利用に貢献

する。 

⑩ 自然資源や地域固有の歴史・文化なども生物多様性の恩恵であることを理解し、事業活動に

おいて観光資源及び伝統文化の継承に取り組む。 
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【教育機関】 

◇学校教育 

① 子どもの発達段階に応じた環境教育を実施する。 

② 高知県の自然の豊かさを学ぶ自然体験・環境学習の機会づくりやプログラムを提供する。 

③ 学校内におけるビオトープの設置及び利活用など、環境学習活動を推進する。 
 

【研究機関】 

① 科学的な自然環境データの収集・蓄積と県民への情報発信を行う。 

② 多分野にわたる研究者や専門家間の交流を活発化し、国内外のネットワークを通じた連携の

促進や情報の蓄積・共有・提供を行う。 

③ 県民や事業所、NPO等民間団体などによる、自然を保全・再生する活動や環境学習に対して、

専門家としての助言や指導を行う。 

④ 大学カリキュラムの導入を通して、生物多様性の保全に寄与できる人材を育成する。 

⑤ 地域活動や地域の産業とのつながりを強化し、地域の多様な活動を支援する。 

 

① 県民や事業所などの自然を保全・再生する活動や環境学習に対して、生物多様性の専門家と

しての助言や指導を行う。 

② 地域固有の動植物の保全活動の実践や、広く県民の参加を促すプログラムを提案する。 

③ 野生動植物の生息・生育状況の調査を行うなど、地域の生きものの情報を収集・整理する。 

④ 自然観察会や保全活動、ワークショップなど、住民参加型のイベントを実施し、生物多様性の

意識啓発と普及を図る。 

⑤ 地域の自然・歴史・文化の魅力を伝えることのできるガイドを養成する。 

⑥ 地域の活性化や地域コミュニティの再生に積極的に貢献する地域リーダーを養成する。 

 



84 | 

 

① 生物多様性の保全に関する施策を総合的・計画的に展開し、各主体の自主的な活動に対して

支援・協力する。 

② 生物多様性の視点を取り入れた各種行政計画の策定や、各種啓発事業・環境教育の充実など、

地域の特性に応じた取組を推進する。 

③ 生物多様性に関する取組の基礎となる自然環境や野生生物に関する情報を収集・提供する。 

④ 市町村が管理する土地や施設における自然の保全・再生や、法・条例に基づく貴重な自然が残

る区域を保全・管理する。 

⑤ 生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組を実施するさまざまな主体と協働し、支援

を行う。 
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生物多様性こうち戦略 2024改定版（案）補足説明（1/5）

基本事項
○人と生きものがともに賑わう豊かな社会を目指すための基本方針として、平成26(2014)年３月に「生物多様性こうち戦略」を策定

○位置づけ ・生物多様性基本法第13条第１項の規定に基づく地域戦略
・「生物多様性こうち戦略」は、高知県環境基本計画等を踏まえた、本県の生物多様性に関する最も基本となる計画

○現行の計画期間：平成26(2014)年度～令和５(2023)年度 ※５年毎に見直しのため、H31（2019）年度に社会情勢を踏まえて改訂

○高知県環境審議会自然環境部会において、行動計画の進捗を点検・評価（毎年度）

こうち戦略の行動計画 ～４つのプラン～ 取組

プラン１：知る・広める
生物多様性の価値を把握し、社会全体で共有する

○取組1-1 生物多様性の普及・啓発
○取組1-2 地域の生物多様性から学ぶ教育の推進
○取組1-3 身近な自然とのふれあいの場の整備と五感で感じる機会の提供

プラン２：つなげる
生物多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつくる

○取組2-1 生物多様性の調査と研究
○取組2-2 生物多様性保全・回復のための体制強化

プラン３：守る
自然環境の保全と回復を図る

○取組3-1 すぐれた自然環境の保全と管理（森・川・里・海・まち）
○取組3-2 希少野生動植物等の保護と管理
○取組3-3 特定鳥獣の個体数管理と外来生物対策の推進
○取組3-4 生物多様性に配慮した公共工事等の取組の推進
○取組3-5 地球温暖化の防止や循環型社会の構築へ向けた取組の推進

プラン４：活かす
生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

○取組4-1 生物多様性に立脚した地域資源の活用の促進
○取組4-2 生物多様性に密接な関係を有する一次産業の強化

○現行の計画期間が終了することから、これまでの取組による課題や国内外の動向を踏まえた、次の10年間の行動計画を定める。

○改定後の計画期間：令和６（2024）年度～令和15（2033）年度

戦略の改定

資料２-２



生物多様性こうち戦略 2024改定版（案）補足説明（2/5）
本県の生物多様性の評価

生物多様性に関する
主な評価項目

評
価

全体
絶滅危惧種数

動物 D

植物 C

県内の人口動態 D

森
間伐面積 C

林業就業者数 C

川 水質
汚濁

生活排水系 A

濁り C

里
農家数 D

耕作放棄面積 C

海
藻場面積 C

海面漁業就業者数 D

絶
滅
危
惧
種
数
（
動
物
）

227種 276種

絶
滅
危
惧
種
数
（
植
物
）

666種 730種 717種

【評価】
生物多様性に関する要素（34項目）を抽出し、経年動向をもとに本県の生物多様性の現状を評価
直近10年で改善傾向にあるのは６項目に留まり、大半の項目で「どちらともいかない」または「悪化」という評価

⇒担い手不足に伴う管理不足、開発、気候変動などの要因により、本県の生物をとりまく生息・生育環境が縮小
⇒アンケート調査によると、生物多様性に関する県民の認知度はこの10年である程度高まったものの、具体的な行動に結びつける
働きかけが必要

【今後の取組】
今後、本県の生物多様性の現状の改善にあたっては、県民、事業所、教育・研究機関、NPO等民間団体、県、市町村など、
各主体が協働・連携する様々な取組を推進する必要がある ⇒「生物多様性こうち戦略」に基づく取組の継続・強化

○高知県レッドデータブック調査における絶滅危惧種数の推移

人口と人口増減率の推移
（大正９ 年～令和２年）
出典：令和２年国勢調査

○県内の人口動態



生物多様性こうち戦略での主な取組

・生物多様性こうち戦略推進リーダー※の養成
・環境学習講師の紹介・派遣
・県内の生物の生息・成育状況等の調査・分析

改定戦略の方向性

・生物多様性こうち戦略推進リーダーの更なる確保に加え、リーダー自身
の知識と技術を向上を図る講座を実施

現状・課題

・生物多様性こうち戦略推進リーダーの登録者数は目標を達成、環境保全
活動への助言できる人材は一定確保できているが、量的確保のみならず、
継続的な知識や技術の向上も必要

・高知県レッドリスト・レッドデータブックの改訂、県内の注意すべき外
来生物リストの作成など、県内の動植物の基礎情報は従前よりは前進

生物多様性こうち戦略 2024改定版（案）補足説明（3/5）

項目 策定前
（H24年度）

現状
（R5年度）

目標
（R5年度）

達成
状況

生物多様性こうち
戦略推進リーダー

登録者数
－

（H28開始） 109名 100名 ○

プラン２ つなげる
生物多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつくる

生物多様性こうち戦略での主な取組

・環境活動支援センター「えこらぼ」を通じた環境イベント等の情報発信
・自然環境学習に関する指導助言
・県立施設における環境学習、イベント開催
・自然公園や四国のみちの管理、適正な利用の促進

プラン１ 知る・広める
生物多様性の価値を把握し、社会全体で共有する

項目 策定前
（H24年度）

現状
（R5年度）

目標
（R5年度）

達成
状況

生物多様性の
認知度 20.0% 63.5% 80% ×

改定戦略の方向性

・生物多様性を保全する意義をより広く普及啓発する取組を強化

現状・課題

・環境活動支援センター「えこらぼ」や生物多様性こうち戦略推進リー
ダーにより、生物多様性を保全する意義を普及啓発する体制を構築

・生物多様性の認知度は策定前（H24 ）と比較し上昇したものの、
目標の80%には届かず、生物多様性の意義は十分に広まっていない。

主なモニタリング項目 主なモニタリング項目

※生物多様性こうち戦略推進リーダーについて･･･
生物多様性の保全や普及、担い手育成、各主体間の連携促進や地域資源の発掘・活用に関して専門性を有する先導的な人材に登録を呼びかけ（H28年度12月～）



生物多様性こうち戦略 2024改定版（案）補足説明（4/5）

項目 現状 目標 達成状況

農業産出額 1,069億円(R3) 1,090億円(R5) ×

木材・木製品産出額 249億円(R3) 228億円(R5) ○

漁業生産額 451億円(R3) 520億円(R5) ×

生物多様性こうち戦略での主な取組

・一次産業の担い手確保のための育成事業や支援
・地域固有の在来種の遺伝資源の保存等の推進
・木材利用の促進や木質バイオマスの利用拡大
・マリン・エコラベル・ジャパン認証の取得支援

改定戦略の方向性

・自然資源の持続的な活用を図るため、一次産業の振興に向けた取組につい
ても改定戦略の行動計画において進捗を把握

現状・課題

・林業は大型製材工場の操業開始や木質バイオマス発電施設での利用増加に
伴い、原木生産量は増加傾向にあるものの、目標値に届かない状況

・農業は生産からブランド化による販路拡大、在来天敵を活用したIPM農法
を取り入れた環境負荷の低減など、様々な取組がなされているものの、担
い手の減少や高齢化が進行

・海面漁業生産量、漁業従事者は減少傾向にあるものの、就業希望者への漁
業就業支援を実施

生物多様性こうち戦略での主な取組

・希少野生植物の食害調査、防護柵による保護
・補助事業等を活用した間伐・更新伐の実施
・交付金を活用した里山の保全整備
・漁業者や地域住民が行う磯焼け対策の支援

項目 現状 目標 達成状況

有害鳥獣の年間捕獲頭数
（ニホンジカ） 21,097頭 25,000頭 (R4) ×

有害鳥獣の年間捕獲頭数
（イノシシ） 21,383頭 20,000頭 (R4) ○

改定戦略の方向性

・生物多様性保全の新たな担い手の確保と保全活動の普及啓発
・生物多様性の保全に資する区域を面的に確保
・県が行う公共工事における生物多様性への配慮の取組を強化

現状・課題

・再植林に係る作業とニホンジカ対策が人手不足により適切に行われない
ことで、山の荒廃が危惧される

・大半の河川で水質は良好であるものの、一部河川で山の荒廃による高濁
水の発生、ダム貯水による濁水長期化が問題

・過去の河川改修等による河川地形や河床材料の単調化などにより、生き
ものの生息・成育環境が変化

・高齢化や農業従事者の減少による耕作地の放棄により、里地里山の環境
が大きく変化

・海水温上昇や藻食性動物の食害などにより藻場が衰退
・公共工事における希少動植物への対応が問題となった事例が直近で発生

プラン３ 守る
自然環境の保全と回復を図る

プラン４ 活かす
生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

主なモニタリング項目主なモニタリング項目



生物多様性こうち戦略 2024改定版（案）補足説明（5/5）

○世界の動向
生物多様性条約第15回締約国会議において、令和12（2030）年までの新たな世界目標「昆明-モントリオール生物多様性枠組※1」が採択
※1 2030年ミッションとして「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」ことが掲げられた。

○国内の動向
新たな世界目標を踏まえた｢生物多様性国家戦略2023-2030｣において、令和12（2030）年までの｢ネイチャーポジティブ※2の実現｣が掲げられ、
その達成に向けた｢30by30※3｣等の取組が示された。
※2 自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること ※3 2030年までに陸域と海域の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

【参考】国内外の動向

○自治体や企業等が所有する森林・緑地など、生物多様性の保全に資する区域（自然共生サイト）を拡大していく取組＜国家目標に連動＞
○生物多様性を保全する意義をより広く普及啓発する取組の強化
○生物多様性保全の新しい担い手を確保する取組の強化

「2024改定版」のポイント

行動計画 取組 主なモニタリング項目

プラン１：知る・広める
生物多様性の価値を把握し、
社会全体で共有する

○取組1-1 生物多様性の普及・啓発
（生物多様性保全に取り組む団体・個人の表彰事業の実施）

○取組1-2 地域の生物多様性から学ぶ教育の推進
○取組1-3 身近な自然とのふれあいの場の整備と五感で感じる機会の提供

・生物多様性の認知度
実績：20.0%(H24)⇒63.5%(R5)
目標：50.0%(H30)⇒80.0%(R5)⇒100%(R10)

プラン２：つなげる
生物多様性を支え、次世代に
つなぐ仕組みと基盤をつくる

○取組2-1 生物多様性の調査と研究
○取組2-2 生物多様性保全・回復のための体制強化
（生物多様性こうち戦略推進リーダーの確保に加え、知識と技術の向上を図る講座を実施）

・生物多様性こうち戦略推進リーダー登録者数
実績：制度創設(H28)⇒109名(R5)
目標： 50名(H30)⇒100名(R5)⇒150名(R10)

プラン３：守る
自然環境の保全と回復を図る

○取組3-1 すぐれた自然環境の保全と管理（森・川・里・海・まち）
○取組3-2 希少野生動植物等の保護と管理
○取組3-3 特定鳥獣の個体数管理と外来生物対策の推進
○取組3-4 生物多様性に配慮した公共工事等の取組の推進（文化環境評価システムの見直し）
○取組3-5 地球温暖化の防止や循環型社会の構築へ向けた取組の推進
○取組3-6 生態系の健全性を回復させる取組の推進（生物多様性の保全に資する区域を拡大）

県土における保護地域等の割合
現状：9.9%(R5) 目標：25%以上(R10)
自然共生サイトの認証件数
現状： １件(R5) 目標：５件(R10)

・有害鳥獣の年間捕獲頭数（ニホンジカ）
現状：21,097頭(R4) 目標：25,000頭(R8)

・有害鳥獣の年間捕獲頭数（イノシシ）
現状：21,383頭(R4) 目標：20,000頭(R8)

プラン４：活かす
生物多様性の恵みを活かした
地域産業の持続と活性化を
促進する

○取組4-1 生物多様性に立脚した地域資源の活用の促進
○取組4-2 生物多様性に密接な関係を有する一次産業の強化

・農業産出額
現状：1,069億円(R3) 目標：1,224億円(R9)

・木材・木製品産出額
現状：249億円(R3) 目標：255億円(R9)

・漁業生産額
現状：451億円(R3) 目標：520億円(R9)

新

新

新

拡

拡

拡

「2024改定版」の行動計画



第１回意見交換会（令和５年10月４日）以降対応状況 （青字）修正・追記文言

第１回意見交換会での委員指摘事項

頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

全体

生物多様性に関する理解が一定進んでいることか
ら、全体の章立てを変更し、生物多様性や戦略策
定の目的を記載した第４章を先頭にし、高知県の自
然や生きものを記述した第１章～第３章を最後に
持ってきては？

章立て 章立ての変更を検討
２部構成とし、第４章～第７章を第１部に、
第１章～第３章を第２部とした案を第２回
意見交換会で提示。

P101
1-1-4　本県の潜在
的な自然環境の特
徴

本県の自然環境の要旨を記載しているが、植生に
関することは記載されていない。

－ 追記を検討

以下のとおり記載を見直し

本県の自然環境は、もともとの地理的条
件（温帯性）に加え、起伏に富む地形条
件、黒潮の強い影響を受けた多雨であり
ながら日照時間の長い気象条件により植
物をよく育み、平地の少ない地形条件と
相まって、県土の84％が森林に覆われて
います（森林面積率全国第1位）。

P101
1-1-4　本県の潜在
的な自然環境の特
徴

黒潮の話しが突然出てくるので、前段で黒潮につい
て記載するなど、記載の整合性を見た方がいい。

－ 追記を検討

以下の記載を追記

（３）海流（黒潮） 
黒潮はフィリピン東岸に端を発して北上
し、本県の足摺岬沖で東に進路を変え、
関東の沖合で太平洋を東に向かって遠ざ
かっていく世界最大の暖流です（図2-1-
4）。速いところでは3ノット（1ノットは約
1.85km/h）を超え、水深600～700mの深
さでも1～2ノットになることがあります。幅
100kmにも及ぶ黒潮が輸送する水の量は
毎秒5,000万tにも達します。このような巨
大な暖流である黒潮が四国沖を流れてい
ることから、本県の気象はその影響を強く
受けています。

P103
1-2-1　山（奥山）

山なのか、奥山なのか。記述内容は奥山のこと。森
という言葉に変わっているため、言葉の整合性を確
認したほうがいい。

－ 記載を見直し 森（奥山）と修正

P103
写真のキャプション

「西熊山植物群集保護林」は、「生物群集保護林」
に変わっている。

－ 修正 「西熊山生物群集保護林」と修正

1



頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

P105
食害による荒廃

県全域に広がりつつあると記載あるが、県西部では
減少しているので、情報として記載してはどうか。

情報として記載
以下を追記
「地域によっては生息密度の低下や被害
の減少がみられるようになりました。」

P112

河川環境の変化について、現状が大きく変わってい
るため、書き直しが必要。
・物部川、仁淀川、四万十川で河床の掘削工事が
進んでいる
・流域治水の考え方が主流化している

－ 修正、追記を検討 現状に即して修正

P120
図1-19

黒潮の蛇行について、N型とA型の海流を記載して
ほしい。

－ 追記 「図2-1-20　黒潮の流路パターン」に追記

P124
海洋ゴミ（マイクロプラスチック）に関する記述につ
いて、整理してほしい。

－ 記載を見直し 10行目以降の記載を見直し

P125
有毒なプランクトンがおこす貝毒の話と赤潮の時の
貝毒の話が重複しないよう文章を整理してほしい。

－ 記載を見直し 10行目以降の記載を見直し

P137
2-1-2　動物

ツキノワグマの繁殖が確認された地点の情報だけ
掲載するのか？寒風山でも痕跡は確認されており
生息域は拡大している。
分布域が拡大していることから、保護しつつも、人と
の軋轢が生じないようにしていくことが必要。

－ 追記を検討

以下の記載を追記

また、四国森林管理局のホームページ等
ではツキノワグマに関する最新の目撃情
報が掲載されていますが、全国的な人身
被害等の報道によるクマへの過度の恐
怖心や不安を軽減するためにも、四国の
ツキノワグマの現状やクマについて普及
啓発活動を積極的に行い、正しい知識を
持つ人を増やすことや軋轢回避に向けた
対策を講じることが必要です。

P4137
2-1-2　動物

カモシカの分布域が広がり、これまで確認されてい
なかった地域でも確認されるようになったことから、
錯誤捕獲される事故を起こすことがないよう記載し
たほうがよい。

－ 追記を検討

以下の記載を追記

また昨今、イノシシやニホンジカ等の獣害
対策で設置した罠（くくり罠）にカモシカや
ツキノワグマが誤ってかかってしまう（錯
誤捕獲）事例が増えており、錯誤捕獲の
防止と速やかな放獣の推進を図っていく
ことが重要です。

2



頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

P151
2-3-2　動物

第３章までイノシシの記載がないので、加えたほう
がいい。豚熱や鳥インフルなど、畜産と生物多様性
との関連も記載したほうがいい。

－ 追記を検討

以下の記載を追記

一方、大型の哺乳類はイノシシ、ニホンジ
カ、ニホンザルなどが生息しており、個体
数の増加に伴って農林業被害など人間と
の軋轢が増加しています。このため、本
県ではイノシシについては2002年度、ニ
ホンジカについては2005年度に第1期の
特定鳥獣管理計画を策定し、専門家や関
係者の合意を図りながら、科学的で計画
的な管理に係る中長期的の目標・対策を
設定して個体群管理の実施や被害の防
除等の様々な手段を講じています。 
また、近年は野生動物が媒介する感染症
（イノシシのCSF（豚熱）の感染、野鳥が保
有している鳥インフルエンザウイルス、マ
ダニに刺されることで感染する重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）等）が、生物
多様性の確保や人の生活、家畜の飼養
等への広範な影響を及ぼし、生物多様性
の保全や公衆衛生、家畜衛生等に関す
る各分野にまたがる問題となっています。

3



頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

P152
2-4-1　海岸植生

ナラ枯れのことについても記載したほうがいい。 － 追記を検討

ナラ枯れは、在来の昆虫により発生する
現象で、以前から県内において発生と収
束が確認されていることから、本県の生
態系に与えるインパクトは小さいと判断
し、追記を見送った。

P154
2-4-2　海藻類

「南方のエンタクミドリイシサンゴ（卓上のサンゴ）」と
記載されているが、最近、３種に分けられているた
め、「南方系の卓上ミドリイシ類」くらいにしたほうが
いい。

南方のエンタクミドリイシサンゴ（卓上のサ
ンゴ）

修正
「2017年あたりには南方系のミドリイシ
（卓状のサンゴ）が優占する造礁サンゴ群
集が発達しました。」と修正

P154
2-4-3　サンゴ類
写真

中土佐町矢井賀の卓上ミドリイシは消滅したため、
別の写真に変えた方がいい。

－ 差し替え
宿毛市沖の島のサンゴ群集の写真に差
し替え

P155
2-4-3　サンゴ類

上から４行目、オニヒトデの駆除はここ数年行われ
ているとあるが、2004年から行われているため、
「継続的」と修正してほしい。

ここ数年、オニヒトデやサンゴ食巻貝の除
去活動が行われておリ、2023年になって
ようやく終束の兆しが見えてきたようで
す。

修正

「それ以降、オニヒトデやサンゴ食巻貝の
除去活動が継続的に行われ、2023年に
なってようやく終束の兆しが見えてきたよ
うです。」と修正

その他
（民間薬について）

民間薬の伝承を残そうとする取組について記載した
ほうがいい。

－ 追記を検討

取組3－3－2に追記

民間薬の伝承については、大月町などで
も聞き取り調査が行われるなど一部民間
が主体的にまとめていこうとする動きがあ
りますが、民間薬の調整方法や効能を理
解している人は高齢化してきています。県
民の健康につながり、本県の財産といえ
る民間薬を記録として残し、引き継いでい
くための方策の検討は喫緊の課題といえ
ます。

その他
（防災について）

防災については生物多様性に関連する項目を入れ
てはどうか？
プレート運動、高潮、暴風雨の記述を入れたうえ
で、それに対して生物多様性で関係するところを防
災、減災対策で入れてはどうか。

－ 追記を検討
第１部_第２章に（４）防災と生物多様性と
して追記
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第２回意見交換会（令和５年12月４日）以降対応状況 （青字）修正・追記文言

第２回意見交換会での委員指摘事項

頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

第１部_第１章　P6
写真

・ヒグマ⇒ツキノワグマの写真に変更してほしい
・高知県にいないサンゴ群集の写真なので変更して
ほしい

－ 差し替え 差し替え

生態系サービスを受けるために、生きものを守らな
いといけない理由がよく伝わらない。自分たちの身
近な場所で生物多様性を守っていかなければいけ
ないことを説得させるような表現がP９にあったほう
がいい。

P9に記載されている守らなくてはいけない理由と、
P11以降の危機の話しが分かれており、一体感がな
い。守らなければいけない理由の根拠になっていな
い。

下から２行目に「危機の要因として」と記載あるが、
これが危機と書かれていない。

レッドリストからどれだけ増えたかという数字と、今こ
れだけ掲載されているという数字が錯綜している。
動物と植物で書きぶりが統一されてない。

第１部_第１章　P8～
P9

1-1-2　生物多様性
の恵み（生態系サー

ビス）

（P8　１行目～）
私たちが食べている米や野菜、肉、魚な
どの食料や、住居などに使われる木材、
衣類に使われる綿や麻、生活に不可欠な
医薬品などは、水田や森林、海などの自
然があって初めてもたらされます。「供給
サービス」とは、これら私たちの暮らしに重
要な資源を供給するサービスを指します。

（P9　下から３行目～）
私たちはそのことにいち早く気づき、生物
多様性が私たち一人ひとりの生活にどの
ように関わっているのかを知り、行動して
いかなくてはなりません。 

記載を見直し

以下のとおり記載を見直し

（P8　１行目～）
「供給サービス」とは、食料や水、木材、繊
維、燃料など私たちの暮らしに重要な資源
を供給するサービスを指します。これらは
森林や水田、海などの自然があって初め
てもたらされるもので私たちの衣食住を支
えるものです。

（P9　下から３行目～）
とはいえ、私たちが暮らす地域単位で考え
た時、その地域の生物多様性が減少して
も、県外あるいは世界から食料は届き、さ
まざまな材料は供給されて生活に困窮す
ることはないのかもしれません。
しかしその地域の独自性、一人ひとりが身
近な自然を守り、生物多様性を保全してい
くという意識を持つことが重要であり、私た
ちはそのことにいち早く気づき、行動して
いかなくてはなりません。

第１部_第１章　P14　
３段落目～
1-2-2　進行する生
物多様性の損失

－

環境省レッドリストに限定
し、高知県RDBの記述を割
愛するなど、記述の整理を
検討

削除
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頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

第１部_第１章　P20　
1-3-1　国内外の動
向　（５）自然共生サ
イト

自然共生サイトの例示に、県内の有望な場所を書き
込むことはできないか？指標や目標となる具体例が
あるといい。

自然共生サイトは、例えば以下のような場
所が対象となります。  
 ・企業の森、自然観察の森、水源の森、
社寺林、屋敷林、防災減災目的の森林 
 ・里地里山、ビオトープ、ナショナルトラス
ト、遊水池、河川敷、建物の屋上 
 ・文化歴史的な価値を有する地域、都市
内の公園、スキー場、ゴルフ場 ほか 

事務局で記述を検討

例示のうち、本県に該当する可能性があ
る場所を抜粋して記載

自然共生サイトは、例えば以下のような場
所が対象となります。  
 ・企業の森、自然観察の森、水源の森、
社寺林、社有林、里地里山、河川敷、海
岸、文化歴史的な価値を有する地域 など

第１部_第２章　P29
2-1と2-2

全体の話し（2-1）があって、あとで個々のエリアの
話し（2-2）と続くが、順番を入れ替えてはどうか？

－ 入れ替えを検討 検討の結果、原案のとおりとした。

第１部_第２章　P29
2-1

評価については、戦略策定までと策定後10年の間
の評価をきっちり分けて書く必要がある。

－
直近10年間の評価につい
て記載を検討

中長期と直近10年間の評価をそれぞれ記
載。

第１部_第３章　P63
3-3-2　2018年度ま
での行動計画

行動計画が県だけ取り組むものと捉えられてしまい
そうなので、県民や事業者など、各主体の役割や行
動指針もきちんと並記するべき。

－
行動計画のなかで各主体
の役割が見えるよう記載を
検討

「3－3－3　県民をはじめとする各主体の
取組」として記載。

第１部_第３章　P70
取組2-2　生物多様
性保全・回復のため
の体制の強化

下から2行目、「生物多様性に関する情報の共有や
交流活動を～仕組みづくりを…」と書かれているが、
その下にそういう仕組みは書かれていない。
生物多様性に関心がある個人や研究者が集まって
そのような組織を作る事例が他県にあるので、コラ
ムで紹介できないか？

－ コラムとしては記載しない

検討の結果、県が主体的に組織づくりを
推奨するスタンスをとることは難しいが、
取組3-4の文化環境評価システムの拡充
により、専門機関に公共工事に対する意
見照会を行いアドバイスなどを受ける仕組
みをつくり、生物多様性に関する情報を共
有していく予定。

第１部_第３章　P78
取組4-2　生物多様
性に密接な関係を
有する一次産業の
強化
（３）水産業

「マリン・エコラベル・ジャパンの認証生産物の消費
拡大を図ります」とあるが、マリンエコラベルに関し
てはモニタリング指標が設定されていない。

－
事務局で水産部局に確認
のうえ、設定を検討

モニタリング指標を追加。

6



頁 指摘事項 原文 修正方針 事務局対応状況

第２部　P135
2-1-1　植物

ヒメキリンソウはRDBから外れているので、記載した
ままでいいか？

高標高にある石灰岩の分布する特殊岩石
地帯では、ムシトリスミレ、ヒメキリンソウ、
シコクシモツケソウ、ユキワリソウ、ナヨ県
西部今ノ山のアカガシ林 林床にスズタケ
が繁茂するブナ林ナヨコゴメグサ、タカネ
マツムシソウなど、県内や四国内での分
布が極めて限られている植物が生育して
います。

記載を見直し

「高標高にある石灰岩の分布する特殊岩
石地帯では、ムシトリスミレ、シコクシモツ
ケソウ、ユキワリソウ、ナヨナヨコゴメグ
サ、タカネマツムシソウなど、県内や四国
内での分布が極めて限られている植物が
生育しています。」と修正

第2部　P135
アカガシ林とブナ林
の写真

二次林のように見えるので、アカガシ林とブナ林の
写真を差し替えてほしい。

－ 差し替え 差し替え

第２部　P136
オオトウヒレン写真

写真でオオトウヒレンと判別しにくいので写真を差し
替えてほしい。

－ 差し替え
オオトウヒレン
⇒オオダイトウヒレンの写真に差し替え

第２部　P163
イソヒヨドリの写真

人工物と一緒に写っている写真でもっときれいなイ
ソヒヨドリの写真であれば、なおいい。

－ 差し替え 差し替え

第２部　P179
第２部第３章

「近年化石燃料の枯渇や～木質バイオマスが再び
見直されてきました。」そのあと突然、備長炭となっ
ている。備長炭だけがバイオマスではなく、バイオマ
ス発電もあるので、「バイオマス発電とともに」と、一
言入れてほしい。

近年、化石燃料の枯渇や地球温暖化問
題が喫緊の課題となり、再生可能エネル
ギーとしての木質バイオマスが再び見直
されてきました。土佐備長炭に代表される
白炭の生産量は2003年の中国の木炭の
輸出禁止措置や備長炭の技術伝承のた
めの新規就業への支援と炭窯の増設によ
る新規就業者の参入などにより、近年は
全国一の生産量となっています。 

追記

以下のとおり記載を見直し

近年、化石燃料の枯渇や地球温暖化問題
が喫緊の課題となり、再生可能エネル
ギーとしてバイオマス発電とともに、木質
バイオマスが再び見直されてきました。例
えば、土佐備長炭に代表される白炭の生
産量は2003年の中国の木炭の輸出禁止
措置や備長炭の技術伝承のための新規
就業への支援と炭窯の増設による新規就
業者の参入などにより、近年は全国一の
生産量となっています。

その他
ネイチャーポジティ
ブ宣言

SDGsの登録推奨宣言のような形で企業に呼びかけ
ていくことで、認知度を上げていく、具体的な取組に
ついて検討する機会を与えることができるのでは？

－ 事務局で対応を検討
「30by30目標」達成に向けた取組の普及
啓発の一環として取組を検討（行動計画
の取組3－6に反映）
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生物多様性こうち戦略【改定版】　行動計画一覧表

生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン１～
【知る・広める】 生物多様性の価値を把握し、社会全体で共有する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

○高知県環境活動支援センター「えこ
らぼ」による情報発信
・メルマガの配信
・SNSへの投稿
・環境活動団体及び環境学習講師
データベースの更新

（変更なし）

自
然
共
生
課

○HP・ＳＮＳを活用した森林整備に関
する催しの情報発信（月5回程度）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

2
①市町村における生物多様性戦略の
策定を目指して、市町村職員を対象に
した研修会を開催します。

○生物多様性の意義の普及・啓発と
する表彰事業「令和５年度ふるさとの
いのちをつなぐ 生物多様性こうちプラ
ン大賞」の開催。

○生物多様性こうち戦略推進リーダー
養成講座や活動報告会等への参加を
促す。

2 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○河川環境の保全等に係る研修会
（内水面漁業研修会）は隔年開催とし
ており、次回はR５年度の開催となる
が、現場の要望や新型コロナウィルス
感染症の状況、予算を考慮しながら開
催を検討

（変更なし）

水
産
業
振
興
課

○愛鳥週間用ポスター原画コンクール
(1回）
○親子野鳥ふれあい教室の開催（１
回）
○愛鳥週間ポスター展（5/2～31
オーテピア高知図書館）

（変更なし）

鳥
獣
対
策
課

○環境絵日記コンテストの実施

○生物多様性の意義の普及・啓発と
する表彰事業「令和５年度ふるさとの
いのちをつなぐ 生物多様性こうちプラ
ン大賞」の開催。

（変更なし）

自
然
共
生
課

○指導主事による自然環境の保全に
関する学習指導への指導・助言

○各市町村教育委員会及び各小・中・
義務教育学校に、環境教育に関する
周知及び情報発信・情報提供

○研究団体との連携

○指導主事による自然環境の保全に
関する学習指導への指導・助言

○各市町村教育委員会及び各小・中・
義務教育学校に、環境教育に関する
事例収集と周知及び情報発信・情報
提供

○研究団体との連携

小
中
学
校
課

○教員研修（初任者研修等）での理科
教科研修において、環境教育につい
ての意識付け

（変更なし）

教
育
セ
ン
タ
ー

○高知県立森林研修センター情報交
流館における情報交流館ネットワーク
の会員による事業の推進（森林環境
学習、自然観察、体験活動、森づくり
など　143回／年）

○高知県立甫喜ヶ峰森林公園におけ
る様々な講師によるイベントの開催
（森あそび、昔あそび、木工クラフトな
ど　30回／年）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

○高知県立月見山こどもの森におけ
る他団体と連携した事業の推進（森林
環境教育・体験学習、森の学校、森と
海の学校、ボランティアとの連携事業
など　10回／年）

（変更なし）

自
然
共
生
課

○学校行事としての2泊3日以上の自
然体験型学習事業に加え、NPO法人
や福祉施設、青少年育成団体等、民
間団体が実施する概ね高校生以下の
生徒を対象とした1泊2日以上の自然
体験型学習にも補助を行うことで、子
どもの体験活動の機会を増やす。（実
施校：15校、民間団体：10団体）

○学校行事としての2泊3日以上の自
然体験型学習事業に加え、NPO法人
や福祉施設、青少年育成団体等、民
間団体が実施する概ね高校生以下の
生徒を対象とした1泊2日以上の自然
体験型学習にも補助を行うことで、子
どもの体験活動の機会を増やす。（実
施校：15校、民間団体：10団体）

〇総合的な学習の時間を活用し、年
間を通した学校独自の森林環境学習
に取り組む小中学校等を支援。(実施
校年82校/年)

※所管部署の変更あり（生涯学習課
→林業環境政策課）

林
業
環
境
政
策
課

担
当
課

1

①ホームページや広報誌等さまざまな
媒体を通じて、生物多様性の保全活
動の取組事例、清掃・間伐などのボラ
ンティア活動やイベントの開催案内等
の情報を発信します。

1 （変更なし）

現行 2024改定版

(1)情報発信

取組１－
１　生物
多様性の
普及・啓
発

3

②県民や事業者等を対象に、生物多
様性を学ぶための研修会やイベント、
生物多様性を考えるきっかけを増やす
ための環境や生きものをテーマにした
写真や作文などのコンクール等を開
催します。

3 （変更なし）

4

①地域の自然や生きものと生活や歴
史、文化、伝統産業などとの関わりを
学ぶ環境学習に係る講師の派遣、紹
介や生物多様性に関する資料の配付
などにより、学校や事業者等における
環境教育の効果的、効率的な実施を
推進します。

4

取組１－
２　地域
の生物多
様性から
学ぶ教育
の推進

（2）市町村や事業所関係者等への研修会の開催

(1)環境教育の充実

（変更なし）

1



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン１～
【知る・広める】 生物多様性の価値を把握し、社会全体で共有する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

担
当
課

現行 2024改定版

5

①自然公園や四国のみちの景勝地を
保護するとともに、適正な利用が図ら
れるよう管理し、利用の促進を図りま
す。

◯「四国のみち」の快適な利用のた
め、歩道の草刈りやトイレの清掃等を
市町村等へ委託し、利用者の快適な
利用と安全を確保（36路線、
415.3km）。
◯自然公園指導員を配置し自然公園
景観の保護に務めるとともに利用者に
対して適正な利用指導の実施（22人
委嘱）。

5 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○都市公園内の侵略的外来植物の駆
除について、県及び指定管理者並び
に市町村の管理担当者に向けて情報
提供を行う。

（変更なし）

公
園
下
水
道
課

○県単河川改修事業による親水護岸
の整備（1箇所） （変更なし）

河
川
課

7
①環境教育の場として、森・川・海等
の自然環境を活用した取組を推進しま
す。

○SNSによる情報発信（イベント等が
あればその都度更新）
○仁淀川清流保全推進協議会の共催
事業の開催（観察会カジカガエル）
○（公財）四万十川財団の実施する自
然体験行事の支援（四万十の日の支
援）
○学校等への環境学習ツールの紹
介、支援

7 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○NPO等による「こうち山の日」の制定
趣旨にそった取組の実施（21件／年）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

○博覧会公式HPやガイドブック等によ
る草花ガイドや草花イベント等の情報
提供

○草花ガイド及び草花ガイドプランの
利用促進に向けて、アドバイザー派遣
等により市町村やガイド団体を支援す
る。

○高知県の登山推進HP「えい山歩
記」の随時更新

番号10に移動

地
域
観
光
課

○こどもエコクラブ交流会の開催

（変更なし）

自
然
共

生
課

〇各事業者が個別のウェブサイトやＳ
ＮＳを利用して発信している情報をより
広く一般の方へ届けるため、 都市漁
村交流推進協議会が運営する漁村情
報発信ポータルサイトへの登録を促進
する。
〇漁村や漁業体験メニューの魅力を
効果的に情報発信し、漁村への旅行
者の誘客につなげる。

（変更なし）

漁
港
漁
場
課

○高知県立月見山こどもの森におけ
る他団体と連携した事業の推進（森林
環境教育・体験学習、森の学校、森と
海の学校、ボランティアとの連携事業
など　10回／年）

（変更なし）

自
然
共
生
課

○高知県立のいち動物公園における
ボランティア活動の推進（ボランティア
数：32名、活動内容：園内ガイド、各種
イベント等）
○SDGｓへの取り組み：｢のいち de
SDGs 園長と散歩｣、夏休み企画展の
開催、｢こうちSDGｓ推進企業登録制
度｣への参加 
○野鳥観察会（日本野鳥の会協力）
○アサギマダラの観察会 
○タカの渡り観察 
○世界で制定された各動物の日に関
する啓発企画の開催：｢世界カワウソ
の日｣他 
○ヒメボタルの観察会

（変更なし）

公
園
下
水
道
課

10

④グリーン・ツーリズムなどの滞在型
の余暇活動や地域の特色を活かし、
自然を体感することができる観光を推
進します。

○「四国グリーン・ツーリズム推進協
議会」と連携して以下の取組を実施
・実践者交流研修会の実施（事業担当
県は愛媛県）
・四国４県の連携したキャンペーン
（「思いっきり四国！88癒しの旅。」
キャンペーン）の実施（事業担当県は
高知県）
・SNS等を活用した定期的な情報発信
（事業担当県は香川県）

10 （変更なし）

○「四国グリーン・ツーリズム推進協
議会」と連携して以下の取組を実施
・実践者交流研修会の実施（事業担当
県は愛媛県）
・四国４県の連携したキャンペーン
（「思いっきり四国！88癒しの旅。」
キャンペーン）の実施（事業担当県は
高知県）
・SNS等を活用した定期的な情報発信
（事業担当県は香川県）

○県の観光公式HPやガイドブック等
による草花ガイドや草花イベント等の
情報提供

○草花ガイド及び草花ガイドプランの
利用促進に向けて、アドバイザー派遣
等により市町村やガイド団体を支援。

○高知県の登山推進HP「えい山歩
記」の随時更新

地
域
観
光
課

6 （変更なし）

(1)人と自然がふれあう場の整備と活用

取組１－
３　身近
な自然と
のふれあ
いの場の
整備と五
感で感じ
る機会の
提供

8

②県民や事業者等が自然や生きもの
にふれる機会を増やすため、生きもの
の観察会、ネイチャーゲーム、間伐体
験、作物の収穫体験などを推進しま
す。

8

(2)人と自然がふれあう機会の提供

（変更なし）

9

③生きものなどを見て、ふれて、学ぶ
ことのできる動・植物園やその他の体
験学習施設を、生物多様性を知る学
ぶ場として活用します。

9 （変更なし）

6

②公共空間である親水公園や都市公
園などを人と自然がふあれう場として
活用できるように、生態系に配慮して
設置、維持管理します。

2



生物多様性こうち戦略【改訂版】　行動計画一覧表

生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン２～
【つなげる】 生物多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつくる

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

11

①環境の変化に応じて、県内の絶滅
のおそれのある野生生物の生息状況
等をとりまとめた高知県レッドリスト、
高知県レッドデータブックの改訂に努
めます。

○高知県レッドデータブック（動物編）
及び(植物編)のHP掲示を継続

11 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○鳥獣生息状況調査の実施（６か所）
○ガン・カモ調査の実施（１回／年）

（変更なし）

鳥
獣
対
策
課

○うみがめ上陸調査の実施（１回／
年）
○希少野生植物食害調査の実施（調
査：県内全域、防護柵等設置：２地点
２ヶ所、モニタリング調査：16ヶ所）

（変更なし）

自
然
共
生
課

○魚種別漁獲データの収集（海面、内
水面）とホームページによる情報の発
信 （変更なし）

水
産
業
振
興
課

○環境対策課の調査依頼（事件･事
故、病気等の判断の結果、農薬等化
学物質が原因と疑われた場合）によ
り、随時対応

（変更なし）

衛
生
環
境
研
究
所

○カモシカ保護指導委員会の実施（２
回）
○特別天然記念物カモシカ通常調査
の実施

（変更なし）

歴
史
文
化
財
課

13

①在来の生態系等に被害を及ぼすお
それのある外来種の侵入・定着状況
等について、調査し、高知県版侵略的
外来種リストを作成します。

○「高知で注意すべき外来種リスト」を
もとに効果的な普及啓発事業を継続
○「高知で注意すべき外来種リスト」に
掲載されているサンジャクについて、
県民の方から目撃情報等を収集し生
息範囲の把握を行う。

13

①「高知で注意すべき外来種リスト」を
もとに、在来の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種の侵入・定着
状況等について、調査し、必要に応じ
て防除に向けた取組を検討します。

（変更なし）

自
然
共
生
課

14

①県内の主要河川の水質やCO2排出
量などの野生動植物の生息・生育に
影響が強い環境要素について、調査・
分析を行います。

○四万十川清流度調査の実施（年４
回、１０地点）
○黒尊川水質調査の実施（年4回、６
地点）
○仁淀川清流モリタリング調査の実施
（年４回、11調査地点）
○物部川清流モリタリング調査の実施
（年４回、簡易ろか測定９地点、水生
生物採取４地点）

14 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○県内外での植物調査並びに標本収
集の実施、高知県レッドリスト改訂に
よってランクが変更になった分類群が
あるため、収集の優先順位を再検討
し、生育域外保全の計画を立案する。
○収集標本の整理・保管
○外来植物の分布調査

（変更なし）

自
然
共
生
課

○剥製・骨格等標本類の保管スペー
スの検討
○香南市周辺および動物公園内の野
生動物生息調査とデータ集積
○動物公園内でアサギマダラのマー
キング調査
○園内に生息するカワセミの繁殖記
録
○ヒメボタルの繁殖確認と調査

（変更なし）

公
園
下
水
道
課

(4)動植物の標本の保管

担
当
課

12

②生物多様性の保全と持続可能な利
用に向けた取組を進めるための基礎
データを得るため、県内の生物の生
息・生育状況や食害、大量死等の被
害状況などについて調査・分析を行い
ます。

12 （変更なし）

現行 2024改定版

(1)野生動植物の生息・生育等に関する基礎データの収集

取組２－
１　生物
多様性の
調査と研
究

(2)外来生物の侵入・定着等に関する基礎データの収集

(3)動植物の生息・生育環境に関する基礎データの収集

15

①動植物の特徴等を把握するために
重要な生物標本については、環境教
育での利用や、後世に研究素材を継
承するためにも貴重な材料となり得る
ことから、動植物園、水族館を含む博
物館等において適切に管理・保管しま
す。

15

①動植物がその場所に生息・生育し
ていた証拠となる、特に重要な生物標
本については、環境教育での利用や、
後世に研究素材を継承するためにも
貴重な材料となり得ることから、動植
物園、水族館を含む博物館等におい
て適切に管理・保管します。

3



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン２～
【つなげる】 生物多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつくる

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

担
当
課

現行 2024改定版

16

①生物多様性の価値や必要性等につ
いて、地域に根ざした普及・啓発を行
い、生物多様性の裾野を広げるため、
環境学習の講師や地域の自然・文化
などのガイドなどを行っている者を生
物多様性こうち戦略推進リーダーとし
て育成し、その活動を支援します。

○生物多様性こうち戦略推進リーダー
養成講座の実施

○生物多様性こうち戦略推進リーダー
現場体験ツアーの実施 16 （変更なし）

○生物多様性こうち戦略推進リーダー
養成講座の実施

○生物多様性こうち戦略推進リーダー
現場体験ツアーの実施

○観光ガイドのための生物多様性講
座の実施

自
然
共
生
課

追
加

（追加） （追加） 17

②環境保全や環境教育に取り組む主
体に対して、生物多様性こうち戦略推
進リーダーがより効果的に助言及び
協力できるよう、新しい知識や更なる
技術向上を図るための研修等を行うこ
とで、リーダー自身のスキルアップを
目指します。

○スキルアップ講座（実践編）と（知識
編）の開催（各１回／年）

自
然
共
生
課

○作業安全研修の実施　４コース

（削除）

森
づ
く
り
推
進
課

（追加）

○教育委員会を通じて、生物多様性こ
うち戦略推進リーダー養成講座の教
員に周知

自
然
共
生
課

○NPO等による「こうち山の日」の制
定趣旨に沿った取組の実施（21件／
年）

○(公社）高知県森と緑の会による森
林・山村多面的機能発揮対策交付金
の交付（交付団体数　40活動組織）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

○環境学習講師の紹介・派遣

○メルマガによる助成金情報の配信 （変更なし）

自
然
共
生
課

○協働の森づくりの協定の締結（新規
4件、更新9件）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

○森林保全ボランティアによる幅広く
県民からの参加を募る森林保全ボラ
ンティア活動（40回／年）
森林環境学習フェア、座談会での広
報活動（２回/年）

○協働の森づくり事業による企業との
交流
（30回／年）

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

○協働の川づくり事業
・企業への提案の実施
・協定更新：３件 （変更なし）

自
然
共
生
課

○中山間総合対策本部における部局
間の政策連携の推進
○自治総合センター助成事業交付に
よる活動支援
○地域活性化センター助成事業交付
による活動支援

◯集落活動センター推進事業等によ
る設立支援
○自治総合センター及び地域活性セ
ンター助成事業による活動支援

中
山
間
地
域
対
策
課

○令和５年度、年間1,300組以上の移
住者受入

（変更なし）

移
住
促
進
課

取組２－
２　生物
多様性保
全・回復
のための
体制の強
化

　(1)生物多様性の普及・啓発を担う指導的人材の育成

20

③森、谷川、溜池、用水路、水田、畑、
鎮守の森などからなる里山の自然環
境が生物多様性を育むことを認識し、
これを維持するため、集落活動セン
ターの設置を推進するなど、中山間地
域集落の活性化、コミュニティ機能の
維持・再生を図ります。

21 （変更なし）

③学校や事業者等において環境教育
や環境保全活動などが効果的に実施
されるよう、教員や民間企業に勤めて
いる方、あるいは環境ボランティアに
携わる方に対する研修を充実させ、指
導的役割を担う人材を育成します。

19

②多様な主体の参画による生物多様
性の保全の促進を図るため、環境先
進企業との連携による環境保全等の
取組を促進するため、協働の森・川・
海づくりパートナーの拡大を図ります。

20 （変更なし）

18

①県民や事業者等の環境保全活動な
どを支援するため、環境活動支援セン
ターえこらぼによる環境学習の講師の
派遣・紹介や助成金の情報提供など
の活動の充実を図ります。なお、行政
による支援措置については、生物多
様性に関する取組に活用しやすいよう
な工夫を行います。

19

18

（変更なし）

(2)生物多様性を推進する組織体制の整備

17

②学校や事業者等において環境教育
や環境保全活動などが効果的に実施
されるよう、教員や企業のCSR担当者
あるいは環境ボランティアに携わる方
に対する研修を充実させ、指導的役
割を担う人材を育成します。

4



生物多様性こうち戦略【改訂版】　行動計画一覧表

生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

21

①人工林については、主林木の健全
な生長と下層植生の繁茂等を促進す
るため、適切な間伐施業を推進しま
す。

○補助事業等を活用した間伐・更新
伐の実施
○国の造林事業や県単独事業等を活
用した間伐への支援
○市町村、森林組合等への説明会の
実施
○市町村広報誌や林業機関誌等への
掲載による森林整備のPRの実施

22 （変更なし） （変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

22
②伐採跡地の更新などの障害となっ
ているニホンジカによる食害等の獣害
被害の防止を推進します。

○シカ等の個体数調整への支援等
（シカ捕獲数の増加）
・捕獲困難地でのシカ捕獲の実施（２
か所）
・狩猟期の捕獲（11/15～3/31）
・許可捕獲(猟期外）の実施(4/1～
11/14）

23 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

23

③若齢林の少なさを解消して森林生
態系の多様さを回復させるとともに森
林吸収源としてCO2吸収量の増大を
図るため、年間成長量の少ない高林
齢の人工林の伐採と再造林を促進し
ます。また、樹種や林齢の偏りを解消
して森林生態系の多様さを確保する
ため、人工林の複層林化や混交林
化、利用が低位な広葉樹林の伐採利
用などに努めます。

○補助事業等を活用した間伐・更新
伐・再造林の実施
○国の造林事業や県単独事業等を活
用した間伐・再造林への支援
○市町村、森林組合等への説明会の
実施
○市町村広報誌や林業機関誌等への
掲載による森林整備のPRの実施

24

③若齢林の少なさを解消して森林生
態系の多様さを回復させるとともに森
林吸収源としてCO2吸収量の増大を
図るため、年間成長量の少ない高林
齢の人工林の伐採と再造林を促進し
ます。また、こうした伐採においては、
周辺環境に配慮する事項などを示し
た「皆伐と更新に関する指針」に基づく
施業を促進します。

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

24

④千本山のヤナセ杉や白髪山の天然
ヒノキ林など特徴的な森林は、その景
観美や遺伝子資源を後世に引き継ぐ
ために保護に努めるとともに、公益的
機能を高度に発揮させる必要のある
森林については保安林に指定して機
能保全に努めます。

○保安林のしおりを各林業事務所に
配布（600部）
○保安林業務担当者会の開催（１回）
○保安林管理情報システム研修の開
催（１回）
○新崩保安林指定の委託業務の発注
（１回）
○保安林台帳異動状況調査業務の発
注（１回）

25
④公益的機能を高度に発揮させる必
要のある森林については保安林に指
定して機能保全に努めます。

（変更なし）

治
山
林
道
課

○引き続き、周辺の生態系への影響
を配慮した線形、工法等の選択に努
めます。 （変更なし）

治
山
林
道
課

○土工量の抑制、伐採木、伐根類等
の有効活用、路面保護（作業道）

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

現行 2024改定版

(1)多様な樹種、林齢を有する森林の管理

担
当
課

25
⑤林道等の開設にあたっては、周辺
の生態系への影響を配慮した線形、
工法等の選択に努めます。

26

⑤林道等の開設にあたり、線形、工法
等を検討する際は、周辺の生態系へ
の影響に配慮するとともに、災害の発
生源とならないよう努めます。

取組３－
１　すぐれ
た自然環
境の保全
と管理
【森】

5



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

○物部川清流保全推進協議会での浅
水代かきの実施と情報提供及び普及
啓発
・水稲生産者への情報提供と普及啓
発
・浅水代かき実践会の開催
・物部川水質調査の実施

（変更なし）

自
然
共
生
課

○県営林を適正に管理するための森
林経営計画の着実な実施

保育管理（間伐等の実施面積：65ｈ
ａ）

（削除）

森
づ
く
り
推
進
課

○引き続き、山腹崩壊等の発生源対
策に努める。

（変更なし）

治
山
林
道
課

○濁水の早期排出、発生源対策に努
める。
（濁水発生原因となる堆砂土砂の除
去）
○堆積土砂の早期排出について、国
の流域土砂管理を協働で検討を進め
る。

（変更なし）
河
川
課

〇公営企業局の森
除間伐を実施する。

〇発電所取水口の表面取水ゲートの
選択取水運用（対象降雨出水時）
（出水時に高濁度層から取水すること
で濁水を早期に排出し、濁度低下後
は低濁度層（表層）から取水すること
で、濁水の長期化を防止する狙いで
実施）

〇濁水対策検討チーム会を開催し、
発電所取水口の表面取水ゲート選択
取水運用の分析、取りまとめを行う。

（変更なし）

電
気
工
水
課

28

①河川全体の自然の営みを視野に入
れ、地域の暮らしや歴史・文化との調
和にも配慮し、河川が本来有している
生物の生息・生育・繁殖環境及び多様
な河川景観を保全・創出するために多
自然川づくりを推進します。

○県単河川事業により、魚道工の整
備（１基）とアユ等の遡上調査（１件）を
行う。

29 （変更なし） （変更なし）
河
川
課

29

②中州や河川敷への車の乗り入れ等
の抑制や本来の植生（カワラナデシ
コ、カワラヨモギ等の群落）の再生など
により、ヒバリやコアジサシなどの営巣
地の確保に努めます。

○中州や河川敷への車の乗り入れ等
の抑制や本来の植生（カワラナデシ
コ、カワラヨモギ等の群落）の再生など
により、ヒバリやコアジサシなどの営巣
地の確保に努める。

30 （変更なし） （変更なし）
河
川
課

(1)清流の保全

(2)生態系に配慮した河川環境の管理

26

①豊かな水環境を保全し、次世代に
引き継ぐために、高知県清流保全条
例等に基づき、清流保全計画の推進
と進行管理に努めます。

【物部川】
○物部川清流保全推進協議会総会
（年１回）、幹事会（２回）の開催
○物部川の各種課題の解決を図るた
めのＷＧでの取り組み（適宜）
○流域関係団体等が行う清流保全活
動の支援（適宜）

【仁淀川】
○仁淀川清流保全推進協議会全体会
（年１回）、５部会（２回）の開催
○仁淀川一斉清掃の開催（年１回）
○川の安全教室の開催（２回）
○流域関係団体等が行う清流保全活
動の支援（適宜）

【四万十川】
○四万十川保全振興委員会（年１回）
の開催
○共生モデル地区（２地区）における
行政と住民の協働の取組（随時）
○四万十川の保全と振興の実践組織
である（公財）四万十川財団の支援
（適宜）

【その他】
○県内で清流保全活動を行っている
各団体について協働の川づくり事業
のパートナー企業の助成金制度を通
じて活動を支援

27 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

27

②土砂流入による河川の濁りを軽減
するため、浅水代かきの普及を進める
とともに、森林整備や治山工事の推
進、高濁度水の早期放流などの実施
により、土砂流出量の軽減や濁水発
生期間の縮減に努めます。

28 （変更なし）

取組３－
１　すぐれ
た自然環
境の保全
と管理
【川】
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

○漁業関係者等が行う外来魚（ブラッ
クバスやブルーギル）等の駆除を支援

（変更なし）

水
産
業
振
興
課

○放置艇対策の推進
○河川巡視による河川区域内の外来
生物の生息範囲の把握
○ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ等、外来生物の駆除

（変更なし）
河
川
課

31

①生物多様性に配慮した農用地の整
備などを推進し、自然環境の保全や
良好な景観の形成等の多面的機能の
発揮を図ります。

(1)高知県農業農村整備事業環境情
報協議会の開催（年1回）
(2)文化環境評価システムによる環境
への配慮（対象事業1地区） 32 （変更なし） （変更なし）

農
業
基
盤
課

○生産者、技術者への技術指導
○ナス、キュウリでの常温煙霧実証、
現地ほ場におけるIPM実証試験の実
施及び補助事業による常温煙霧機の
導入支援
○薬剤抵抗性が発達した病害虫に対
する防除技術開発、マイナー作物を加
害する病害虫に対する農薬登録適用
拡大

（変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

〇現地検討会等による生産者、技術
者への技術指導
〇新農薬実用化試験を実施し、登録
に必要な成績書を作成する。 （変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

33
③収穫しない作物の除去や農地周辺
の草刈りなど、有害鳥獣を集落に寄せ
つけない環境整備を推進します。

○集落連携による野生鳥獣に強い高
知県づくりによる支援集落の支援
○R３～５の３年間で160集落の合意
形成を目標に支援（R5：178集落を支
援）
○鳥獣被害対策専門員による集落の
巡回指導（４JA，16名体制）
○サル被害総合対策普及事業による
サル被害の緊急性の高い8集落への
対策の普及
○鳥獣被害対策地域リーダー育成研
修会による指導者の育成（初級・中
級：各１回）

34 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

○仁淀川の生き物調査２０２３「カジカ
ガエルを探せ！」の企画・実施
○観察会「カジカガエルを探そう！」の
企画・実施 （変更なし）

自
然
共
生
課

○森林・山村多面的機能発揮対策交
付金を活用したNPO等民間団体によ
る里山の保全整備（158ha)

（変更なし）

林
業
環
境
政
策
課

(1)周辺環境に配慮した基盤整備と営農

(2)里地里山の保全

32

②土着天敵等を活用した病害虫防除
や化学肥料・農薬の使用削減、資源
の循環利用による土づくりなど、環境
への負荷軽減に配慮した農業を推進
します。

33 （変更なし）

34

①生きものの生息・生育の妨げとなっ
ているものの除去や生息空間の確保
などにより、メダカやホタルなど身近な
生物の生息・生育地や景観などの整
備・保全に努めます。

35 （変更なし）

30

③河川の自然環境を保全するため、
外来植物や外来魚の侵入防止や駆
除、放置艇の撤去、清掃活動などを推
進します。

31 （変更なし）

取組３－
１　すぐれ
た自然環
境の保全
と管理
【里】
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

36

①磯焼けによる生態系の劣化を食い
止めるため、オニヒトデやサンゴ食巻
貝類、ナガウニ類、藻食性魚類（ブダ
イなど）など、造礁サンゴや海藻を食
する生物の生息密度を監視し、正常
な密度の維持を図ります。

○漁業者や地域住民が行う磯焼け対
策の支援（9市町、12組織）

37 （変更なし） （変更なし）

水
産
業
振
興
課

37
②海岸・海底の清掃活動を推進しま
す。

○藻類や底生生物等の生息状況の調
査を長期的に継続
○漁業関係者や地域住民が行う海岸
や海底の清掃を支援

38 （変更なし） （変更なし）

水
産
業
振
興
課

38

③海の生態系に配慮して、津波・高
潮・波浪による被害から海岸を防護す
るとともに、海岸環境の整備と保全及
び適正な利用を図ります。

○海岸堤防の整備にあたっては、極
力、現行位置で整備をおこない、海岸
環境の維持に努める。

39 （変更なし） （変更なし）

港
湾
・
海
岸
課

○うみがめ保護活動情報交換会の開
催（１回）
○新聞、広報誌及び啓発パンフレット
による普及啓発
○地域やＮＰＯ団体等との連携

（変更なし）

自
然
共
生
課

○うみがめ保護活動（産卵場所の環
境整備）となる、海浜の清掃活動の実
施。

○浚渫土砂の有効利用計画書による
サンドバイパスを実施する。（随時）

○砂浜の定点観測の実施（年１回）

（変更なし）

港
湾
・
海
岸
課

○さんご漁業について、禁漁期間や
操業時間の制限などの資源管理措置
を継続
○禁漁区域や休漁期間の拡大につい
て関係者間で検討
○本県内水面及び海面において10月
から翌年3月までの間、全長21cmを超
える二ホンウナギの採捕を禁止する
措置を継続

（変更なし）

漁
業
管
理
課

○漁業者が水産資源や漁場を持続的
に利用するため、休漁等の取り組みを
盛り込んだ資源管理計画を策定・履行
○資源管理計画から資源管理協定へ
の移行に向けて、計画参加者への説
明及び協定参加希望者への協定締結
支援を行う。
○魚の蝟集効果が高いことから、漁場
探索のための燃油使用料の削減に寄
与する黒潮牧場の設置を維持（15基
体制を維持）

（変更なし）

水
産
業
振
興
課

(１)生息環境の整備

(２)環境への負荷が少ない漁業

40 （変更なし）39
④ウミガメ類の活動期に砂浜への車
両の乗り入れをしないよう啓発するな
ど保護活動を推進します。

40
①資源状況に応じて禁漁期間を設け
るなどの資源管理を行うなど、環境へ
の負荷が少ない漁業を推進します。

41

①資源状況に応じて禁漁区、禁漁期
間を設けるなどの資源管理を行うな
ど、環境への負荷が少ない漁業を推
進します。

取組３－
１　すぐれ
た自然環
境の保全
と管理
【海】
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

41

①市街地周辺でも野鳥等の多様な生
きものが見られることから、清掃活動
や緑化活動等による生きものの生息
環境の保全を推進します。

○県民一斉美化活動月間（２月）の推
進
○県職員率先美化活動の実施 42 （変更なし） （変更なし）

環
境
対
策
課

○仁淀川一斉清掃の実施（年１回）
○仁淀川ごみマップ及び水質マップを
作成しＨＰへ掲載
○河川愛護月間清掃活動（物部川・仁
淀川）への支援（１回）
○四万十川一斉清掃への支援（年１
回）
○流域の住民団体等が行う清掃活動
等の支援（随時）

（変更なし）

自
然
共
生
課

○リバーボランティア支援事業、おも
てなしの水辺創成事業の継続 （変更なし）

河
川
課

○生活排水対策の普及・啓発のた
め、汚水処理推進ロビー展を継続して
実施し、高知県の適正な汚水処理の
推進に向けて、下水道や浄化槽の仕
組み等のパネル展示を行う。
○高須浄化センター等で小学校等の
見学を積極的に行い、下水や汚泥処
理の広報に取り組む。
○県下で開催される下水道関係のイ
ベント等でのブース出展等を通じ、県
の取組に関する広報を行う。

（変更なし）

公
園
下
水
道
課

○高知県職員５２０運動の実施
【庁内への呼びかけ等】
・毎月２回の庁内放送と庁内掲示板に
よる呼びかけ
・高知県職員５２０運動に関する参加
状況の把握
・５２０運動への参加協力依頼（庁内）

○公共交通利用促進の広報・啓発
・テレビＣＭ、公共交通応援キャンペー
ン、県民アンケートの実施

【県内小学生への広報・啓発の取り組
み】
・県内の小学４年生にバス・電車利用
啓発パンフレットの配布
・県内の小学生にバス・電車利用啓発
チケット（土日祝の子ども料金がさらに
半額）の配布
・バスキッズ定期券のチラシの配布

（削除）

交
通
運
輸
政
策
課

○エコ通勤ウィークの実施

（変更なし）

環
境
計
画
推
進
課

42
①下水道や浄化槽の整備による生活
排水対策により、まちの中の河川環境
（水質、水辺等）の改善を促進します。

43 （変更なし）

43
②環境にやさしい公共交通やエコカー
の利用など日常生活における環境保
全活動を促進します。

44
②環境にやさしい公共交通や次世代
自動車の利用など日常生活における
環境保全活動を促進します。

(1)市街地空間における生きもののの生息・生育環境の整備

(2)日常生活による環境負荷の軽減

取組３－
１　すぐれ
た自然環
境の保全
と管理
【まち】

9



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

○鳥獣保護管理事業計画の周知
・HP等での周知とともに、市町村や鳥
獣保護管理員を通じて野生鳥獣の違
法捕獲等について指導・啓発を実施
する。

（変更なし）

鳥
獣
対
策
課

○高知県希少野生動植物保護条例の
周知（HPの活用、事業計画時におけ
る希少野生植物の生育情報の提供ほ
か）
○希少野生動植物普及啓発パンフ
レット配布及び企画展で作成したパネ
ルを活用した他機関での展覧会開催
の調整
○うみがめ保護活動情報交換会の開
催

（変更なし）

自
然
共
生
課

○担当者会において、市町村職員及
び文化財関係職員への周知徹底を行
う。

（変更なし）

歴
史
文
化
財
課

○鳥獣保護管理員の委嘱（53名）
○鳥獣保護管理員による巡回指導等
（55回／１人／年）
○鳥獣保護管理員会の開催(２回）

（変更なし）

鳥
獣
対
策
課

○うみがめ保護活動者による情報交
換会の開催（１回）
○高知県希少野生動植物保護専門員
連絡会議（１回）

（変更なし）

自
然
共
生
課

○カモシカ保護指導委員会の開催（２
回/年）

（変更なし）

歴
史
文
化
財
課

46
③ニホンジカ生息地帯では、必要に応
じ防鹿柵を設置・管理し、希少植物を
保護します。

○希少野生植物食害調査の実施（調
査：県内全域、防護柵等設置：２地点
２ヶ所、モニタリング調査：15ヶ所） 47 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

47

④天然記念物の保全のため、巡視や
状況把握を行うとともに、国指定・特
別天然記念物ニホンカモシカについて
は、保護と食害防止の両立を図る施
策に取組みます。

○天然記念物（植物）については、年
１回の巡視を実施。
○カモシカについては通常調査を実
施。委員会を２回程度実施し、保護に
向けた取り組み等について検討する。

48 （変更なし） （変更なし）

歴
史
文
化
財
課

48

①高知県希少野生動植物保護条例に
基づく高知県指定希少野生動植物種
及び保護区について、実態を踏まえて
適宜見直し・追加を行います。

○高知県レッドデータブック（動物編）
及び(植物編)のHP掲示の継続
○高知県希少野生動植物保護専門員
連絡会議（１回）

49 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

49
②希少野生鳥獣の繁殖地や渡来地な
ど、重要な区域を鳥獣保護区に指定
します。

○鳥獣保護区の存続期間の更新（５
か所予定）
○鳥獣生息状況調査の実施(６か所） 50 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

50

③開発行為を行う場合は、計画段階
から開発行為区域周辺における希少
野生動植物の生息・生育の環境への
負荷について調査を行うように努め、
希少野生動植物へ与える影響を回避
または低減するよう努めます。

○高知県希少野生動植物保護条例の
周知（HPの活用、事業計画時におけ
る希少野生植物の生育情報の提供ほ
か）
○希少野生動植物普及啓発パンフ
レット配布及び企画展で作成したパネ
ルを活用した他機関での展覧会開催
の調整

51 （変更なし）

○高知県希少野生動植物保護条例の
周知（HPの活用、事業計画時におけ
る希少野生植物の生育情報の提供ほ
か）
○希少野生動植物普及啓発パンフ
レット配布及び企画展で作成したパネ
ルを活用した他機関での展覧会開催
の調整
○公共工事の担当部局から野生動植
物への配慮等について相談があった
場合、知見を有する専門家につなぐな
ど支援する。

自
然
共
生
課

44

①高知県希少野生動植物保護条例、
高知県うみがめ保護条例、高知県文
化財保護条例、第13次高知県鳥獣保
護管理事業計画などを周知し、不当な
採捕を防止します。

45 （変更なし）

45

②特別天然記念物や希少野生動植物
等の保護活動を効果的に行うため
に、希少野生動植物保護専門員や鳥
獣保護管理員、保護活動団体、関係
機関等との連携を図ります。また、保
護指導員等の知識や経験等の共有、
研鑚を図るために、研修会等を実施し
ます。

46 （変更なし）

(1)希少野生動植物等の保護と管理

(2)希少野生動植物等の保護区の設定等

取組３－
２　希少
野生動植
物等の保
護と管理

10



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

51

①特定鳥獣保護管理計画等に基づ
き、個体数管理等を行うとともに、地
域における捕獲隊の組織化、隣接市
町村や隣接県と連携した一斉捕獲、
防護柵の設置などの被害の実情に合
わせた対策を講じます。

○指定管理鳥獣等捕獲事業
・捕獲困難地（国有林内鳥獣保護区
等）でのシカ捕獲の実施（２か所）
○連携捕獲の実施（10月：県内市町村
及び隣県との連携）
○鳥獣被害防止総合対策交付金の活
用による支援（協議会等13、市町村
32）
○野生鳥獣に強い県づくり事業費交
付金による支援（23市町村、R６年度
交付）

52 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

52
②有害鳥獣の効果的な駆除を実施す
るために、新たな担い手（狩猟者等）
を育成します。

○狩猟フェスタ（１回）
○わな猟体験ツアー（２回）
○出前授業（12校） 53 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

53

①外来生物の周知や外来生物の侵
入・定着防止のため、外来生物対策マ
ニュアル（国作成）の普及に取り組み
ます。

○外来生物に関する取扱いについて
ホームページに掲載
○国の情報更新に合わせ、ホーム
ページの記載内容の見直し並びに関
係機関への周知
○普及啓発のための外来種パンフ
レット配布
○行政職員向け勉強会の実施

54 （変更なし） （変更なし）

自
然
共
生
課

○ホームページでのセアカゴケグモ発
見情報の更新
○外来種リストを元に優先順位の高
い外来種の防除計画の検討
○外来種パンフレットを活用した普及
啓発
○行政職員向け勉強会の実施
○土木部との連携

（変更なし）

自
然
共
生
課

【再掲】
○漁業関係者等が行う外来魚（ブラッ
クバスやブルーギル）等の駆除を支援

（変更なし）

水
産
業
振
興
課

55

③ペットとして飼養している外来生物
が逃げ出したり、飼い主が遺棄するこ
とにより、野生定着することで生態系
に悪影響を及ぼす可能性があること
から、ペット等の遺棄防止などの適正
飼養についての啓発を行います。

〇犬・猫の飼い方講習会の開催（14
回）
〇動物愛護教室の開催（15回）
〇犬のしつけ方教室の開催（５回）
〇防災イベントでの啓発（１回）
〇動物取扱責任者講習の開催（５回）

56 （変更なし） （変更なし）

薬
務
衛
生
課

(1)高知県農業農村整備事業環境情
報協議会の開催（年1回）
(2)文化環境評価システムによる環境
への配慮（対象事業1地区）

（変更なし）

農
業
基
盤
課

○地域特性に配慮した環境アセスメン
トの実施

○公共事業担当課への文化環境評価
配慮方針の周知及び文化環境評価シ
ステムへの適正な運用。

（新規）

（再掲）

○地域特性に配慮した環境アセスメン
トの実施

○公共事業担当課への文化環境評価
配慮方針の周知するとともに、文化環
境評価システムを適正に運用し、必要
に応じて見直します。

○文化環境評価システムの対象事業
として報告のあった公共工事事業に
ついて、生態系保全への配慮内容が
適切であるか、専門機関を交えて確
認を行う。

○公共工事の担当部局から野生動植
物への配慮等について相談があった
場合、知見を有する専門家につなぐな
ど支援する。【再掲】

自
然
共
生
課

○文化環境評価システムの実施（９箇
所）

（変更なし）

治
山
林
道
課

○文化環境評価システムを活用して
環境への配慮を行う。

（変更なし）

漁
港
漁
場
課

○文化環境評価システムを活用し、生
物多様性に配慮した事業を実施。 （変更なし）

河
川
課

○道路工事により発生した切土法面
について、潜在自然植林を用いたポッ
ト苗工法により、自然林を回復する。

（変更なし）
道
路
課

○造成干潟のモニタリング。

（変更なし）

都
市
計
画
課

54

②人的危害を及ぼすおそれのある特
定外来生物や、外来魚等の駆除、侵
入対策などに取り組みます。
【セアカゴケグモ、ヒアリ】

55 （変更なし）

(1)特定鳥獣対策の個体数管理

(2)外来生物対策の推進

(1)環境アセスメントの実施、文化影響評価システムの活用

56

①環境影響評価法や高知県環境影響
評価条例あるいは文化環境評価シス
テムの対象となる公共工事等につい
ては、周辺の環境や動植物などにつ
いて調査を行い、工事による影響の回
避、低減に努めます。

57

①環境影響評価法や高知県環境影響
評価条例あるいは文化環境評価シス
テムの対象となる公共工事等につい
ては、周辺の環境や動植物などにつ
いて調査を行うとともに、知見を有す
る専門家に相談できる体制を整備す
るなど、工事による影響の回避、低減
に努めます。

取組３－
３　特定
鳥獣の個
体数管理
と外来生
物対策の
推進

取組３－
４　生物
多様性に
配慮した
公共工事
等の推進

11



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

○省エネ効果を高める機器（循環扇
等）の導入を支援
○水熱源を活用したファンコイルユ
ニット、同ヒートポンプの実証

（変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

○木質バイオマス燃料の安定供給に
ついて関係者と協議
○木質ペレット製造事業者の生産量
把握
○木質バイオマスの取り組みを広く
PR
○木質バイオマス発電施設のための
ガイドラインの周知と計画の妥当性の
確認

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

○「こうち型地域還流再エネ事業」の
実施及び配当金の活用
○市町村向けの住宅用太陽光・蓄電
池や事業者向けの太陽光・蓄電池の
補助金を設置し、支援を行う。
○高知県地球温暖化防止県民会議の
行政部会等を通じて、県内の新エネ
ルギーに関する普及啓発に努める。

（変更なし）

環
境
計
画
推
進
課

○小水力発電事業者との協議等
（変更なし）

河
川
課

○市町村等に対する再エネ利活用補
助事業の実施

○出前授業実施及び施設見学の対応 （変更なし）

電
気
工
水
課

○セミナー等での普及活動を実施し、
登録事業者の維持・拡大を目指す。

○名称変更、ロゴ作成等のリニューア
ルを実施する。事業者側で広報に使
いやすいものとすることで、既存事業
者への再周知と、新規事業者への普
及を促進する。

○「オール高知」でのカーボンニュート
ラル実現に向け、「高知県脱炭素社会
推進アクションプラン」の周知や、アク
ションプランに基づいた取組の実施、
国等の動きを踏まえたアクションプラ
ンの改定に向けて取り組む。

（変更なし）

○区域施策編の策定を各市町村へ促
していくため、策定の拡大に取り組む
とともに、策定に取り組む市町村への
サポートを行う。

○高知県庁環境マネジメントシステム
について、引き続き取組を進め、省エ
ネ化を図る。

○クールビズ・ウォームビズは、引き
続き四国４県連携キャンペーンに取り
組む。

○吸収効果の高い若齢人工林の保育
間伐の推進
○森林環境税を活用した保育間伐へ
の支援

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

○県産材を活用した木造住宅への助
成事業のさらなる周知
○非住宅建築物の研修会等による施
主と建築士の理解の醸成
○木造非住宅建築物の設計・整備支
援

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

○県内の企業を中心に訪問説明によ
るカーボン・オフセット制度の周知
○首都圏等のイベント等へ出展し、環
境先進企業を中心に制度のPRを行う
○県内メディアの活用による制度の普
及

（変更なし）

自
然
共
生
課

57

①日照時間の長さや豊富な降水量、
豊富な森林資源を活用した太陽光発
電、小水力発電、木質バイオマス発電
等の再生可能エネルギーの導入を促
進します。

58

環
境
計
画
推
進
課

59

③温室効果ガスの吸収源としての森
林整備を推進するとともに、カーボン・
ニュートラルで再生産可能な木質建築
物や木質バイオマス発電への利用の
拡大、森林のCO2吸収等に由来する
クレジットを活用したカーボン・オフセッ
トの普及を推進します。

60 （変更なし）

（変更なし）

58

②家庭での省エネ活動、エコオフィス
活動やエコアクション21の取組、市町
村における地球温暖化対策実行計画
の策定を促進します。

59 （変更なし）

(1)地球温暖化の防止や循環型社会の構築

取組３－
５　地球
温暖化の
防止や循
環型社会
の構築へ
向けた取
組の推進
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン３～
【守る】 自然環境の保全と回復を図る

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

現行 2024改定版 担
当
課

○グリーン購入の促進

○市町村のグリーン購入基本方針策
定の促進 （変更なし）

環
境
計
画
推
進
課

○パンフレットの作成配布、県庁ロ
ビー、オーテピア等での展示に加え、
引き続き建設事業者を対象に、建築
資材等リサイクル認定製品紹介チラシ
の配布を行う。
○廃棄物監視員を各福祉保健所に配
置し、不法投棄を抑制。
○さらなるゴミの減量化に向けて、分
別排出や資源としての回収等を促進
するため、市町村・県等からの積極的
な情報発信により、県民及び事業者
等の意識の醸成を図る。

（変更なし）

環
境
対
策
課

○建設リサイクル法に関する一斉パト
ロールを実施。（年2回実施予定、パト
ロール期間中の全ての工事：100件程
度）
（環境対策課と高知労働局との共同で
実施予定）

○建設リサイクル法に関する一斉パト
ロールを実施。（年2回実施予定、パト
ロール期間中の全ての工事：100件程
度）
（環境対策課と高知労働局との共同で
実施予定）
〇建設リサイクル広報用ポスターによ
る広報を実施。（土木部出先事務所＋
本庁）

技
術
管
理
課

○のいち動物公園内の大型動物の排
泄物、敷ワラ等から作成した堆肥を、
同公園内の植栽の肥料として利用す
る他、来園者や希望者に無料配布す
ることにより、リサイクルの振興と啓発
を行う。

（変更なし）

公
園
下
水
道
課

新 （追加） （追加） 62

①県内における30by30目標の達成に
向けた取組を促進するため、30by30
目標やそれに係る取組等の普及啓発
に取り組みます。

○2030生物多様性枠組実現日本会議
（J-GBF）が呼びかけている「ネイ
チャーポジティブ宣言」の発出を検討
します。

○30by30達成に向けた取組を進める
ための、有志の企業・自治体・団体の
方々による「30by30アライアンス」への
参加を検討します。

自
然
共
生
課

新 （追加） （追加） 63

① 自治体や企業等が所有する森林・
緑地等のうち、生物多様性保全に資
する区域を自然共生サイトに認定する
取組を推進します。

○県が所管する県有林など、生物多
様性の保全に資する区域を選び出
し、自然共生サイト登録にむけて関係
部局と協議します。
○民間企業や市町村が所有している
区域について、生物多様性の保全が
図られている区域を自然共生サイトに
認定する取組を働きかけます。

自
然
共
生
課

（１）30by30目標の達成に向けた取組の普及啓発

（２）自然共生サイトの認定制度による保全の推進

取組３－
５　地球
温暖化の
防止や循
環型社会
の構築へ
向けた取
組の推進

60

④環境への負荷が少ない循環型社会
を実現するため、各種リサイクル法・
グリーン購入法に基づくリデュース（廃
棄物の発生抑制）、リユース（再使
用）、リサイクル（再生利用）の３Ｒや、
県民との協働による不法投棄の防
止、美化活動を推進します。

61 （変更なし）

取組３－
６　生態
系の健全
性を回復
させる取
組の推進
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生物多様性こうち戦略【改訂版】　行動計画一覧表

生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン４～
【活かす】生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

61

③豊かな地域の資源に恵まれて継承
されてきた土佐和紙や土佐珊瑚など
の価値と技術を後世に伝えていくた
め、後継者育成研修の実施などにより
伝統産業の後継者の確保を図りま
す。

例年の活動を継続して積み上げつ
つ、特に土佐和紙において持続可能
性を高める視点での活動を試みる。
具体的には、土佐和紙の総合的な課
題への施策の一環として、
・後継者育成の新たな体制づくり
・原料栽培農地と担い手を結びつける
取り組み
を新たに計画している。
Ｒ５年度は試行段階ではあるが、この
取り組みが徐々に具体化することで、
地域の自然資源の持続可能性を高め
ることも期待される。

64 （変更なし）

例年の活動を継続して積み上げつ
つ、特に土佐和紙において持続可能
性を高める視点での活動を試みる。
前年度に引き続き、土佐和紙の総合
的な課題への施策の一環として、
・後継者育成の新たな体制づくり
・原料栽培農地と担い手を結びつける
取り組みを進めていく。
この取り組みが徐々に具体化すること
で、地域の自然資源の持続可能性を
高めることも期待される。

工
業
振
興
課

○ナス類10系統の種子更新を継続す
る。
○ナス科育成1品種の原種について、
種子更新する。 （変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

○「土佐のあゆ」の安定生産と放流に
向けた取り組みを今後も継続
○良質な親魚を確保するため、天然
稚アユを採捕する河川を増やすことも
検討

（変更なし）

水
産
業
振
興
課

○県産材を活用した木造住宅への助
成事業のさらなる周知

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

○県産品の利用促進
・これまで培ってきた外商先との信頼
関係や公社のネットワークを最大限に
活用し、拡大してきた外商エリアでの
活動の深化を図り、県内事業者・生産
者の新たな販路の開拓や販売拡大に
努める。

（変更なし）

地
産
地
消
・
外
商
課

64

③獣害被害の軽減と地域振興を図る
ため、有害鳥獣の有効活用に向け
て、ジビエ研究会の活動などを通じ
て、ニホンジカ等の肉を利用したジビ
エ料理を普及します。

○よさこいジビエ研究会（１回）
・ジビエ調理教室の開催（１回）

○安全・安心なジビエの普及啓発
・狩猟免許更新講習会での狩猟者へ
の啓発（11回）
・狩猟者向け講習会の実施（１回）

○ジビエの消費拡大
・通年版ジビエガイドブックの作成

67 （変更なし） （変更なし）

鳥
獣
対
策
課

65

④未利用あるいは利用が低下した地
域の生物資源の活用を促進するた
め、集落活動センターの活動などを通
じて、新商品の開発や新規事業の立
ち上げ等を推進します。

○試験出荷を実施した食用どんぐり、
生薬ボクソクの生産体制をはじめ、豊
かな森林資源を活用した新規特用林
産物を選定し生産を開始
○生産者団体の設立及び既存団体の
強化を支援し、安定的な出荷体制の
整備による販促とブランド化を推進す
る。

68 （変更なし） （変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

担
当
課

62

①地域に固有の在来種について、他
地域の同類種との遺伝子的交雑等を
回避するため、在来種の遺伝資源の
保存等を推進します。

65 （変更なし）

現行 2024改定版

(1)伝統的な文化や産業の継承と振興

(2)生物資源利用の向上

取組４－１
生物多様性
に立脚した
地域資源の
活用の促進

63
②生物多様性に配慮して生産収穫さ
れた一次産品やその加工品などの利
用を推進します。

66 （変更なし）
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン４～
【活かす】生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

担
当
課

現行 2024改定版

66

①新たな担い手を確保するとともに、
その経営力を強化し地域の核となるよ
うな企業的経営体を育成するため、農
地の集積や施設整備等に対し、支援
を行います。

○ターゲットを見据えた担い手確保対
策の強化や産地における受入体制の
強化、及び企業的経営をめざす新規
就農者の育成
に取り組む。

○農地中間管理機構による担い手へ
の農地集積を支援する。

69 （変更なし） （変更なし）

農
業
担
い
手
支
援
課

67

②【再掲】
生物多様性に配慮した農用地の整備
などを推進し、自然環境の保全や良
好な景観の形成等の多面的機能の発
揮を図ります。

【再掲】
(1)高知県農業農村整備事業環境情
報協議会の開催（年1回）
(2)文化環境評価システムによる環境
への配慮（対象事業1地区）

70 （変更なし） （変更なし）

農
業
基
盤
課

68

③農地・農業用水等の資源や環境の
保全と質的向上を面的に図る観点か
ら、集落ぐるみの営農活動を継続して
支援します。

○集落営農塾の開催や事業戦略の策
定・実行支援により、集落営農組織等
の整備を推進する。

71 （変更なし） （変更なし）

農
業
担
い
手
支
援
課

【再掲】
○生産者、技術者への技術指導
○ナス、キュウリでの常温煙霧実証、
現地ほ場におけるIPM実証試験の実
施及び補助事業による常温煙霧機の
導入支援
○薬剤抵抗性が発達した病害虫に対
する防除技術開発、マイナー作物を加
害する病害虫に対する農薬登録適用
拡大

（変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

【再掲】
〇現地検討会等による生産者、技術
者への技術指導
〇新農薬実用化試験を実施し、登録
に必要な成績書を作成する。

（変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

70

⑤南国ならではの特性を活かしたIPM
技術の導入や有機農業の推進等によ
る環境保全型農業への取組を進め、
高付加価値農産物の生産拡大を図り
ます。

○有機農業推進体制の構築
○有機農業につながる栽培技術実証
ほの設置
○茶園における有機栽培技術の確立
○有機栽培事例集の作成

73 （変更なし） （変更なし）

環
境
農
業
推
進
課

○「安心係」養成講習会の開催
直販所で販売する商品の安全・安心

の取組を進めるため、農薬の適正使
用や加工商品の適正表示等に関する
講習会をリモートと併用して開催し「安
心係」を養成する。

参加していない店舗には個別訪問
等を実施する。

（目標）直販所全店舗への「安心係」
の設置率:100%

○アドバイザーの派遣
直販所の商品の見せ方や経営指

導、県内の農林水産物を活用した加
工商品の開発等に関する助言・指導
を行うアドバイザーを派遣する。

（目標）直販所売上額：105億円

○直販所経営力等の向上に関する支
援

個々の直販所の経営力を高めるた
め、相互発展を目的としたネットワーク
の構築を目指し、体制整備に向けた
直販所間取引店舗数の増加を図るた
め、交流商談会を年２回以上開催す
る。

（変更なし）

農
産
物
マ
ー

ケ
テ

ィ
ン
グ
戦
略
課

○県産品の利用促進
・これまで培ってきた外商先との信頼
関係や公社のネットワークを最大限に
活用し、拡大してきた外商エリアでの
活動の深化を図り、県内事業者・生産
者の新たな販路の開拓や販売拡大に
努める。

（変更なし）

地
産
地
消
・
外
商
課

⑥農産物のブランド化や農林水産物
直販所等を活用した地産地消・地産
外商の取組を推進します。

74

取組４－２
生物多様性
に密接な関
係を有する
一次産業の
強化（農業）

（変更なし）

69

④【再掲】
土着天敵等を活用した病害虫防除や
化学肥料・農薬の使用削減、資源の
循環利用による土づくりなど、環境へ
の負荷軽減に配慮した農業を推進し
ます。

72 （変更なし）

(1)農業

71

15



生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン４～
【活かす】生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

担
当
課

現行 2024改定版

○林業大学校における人材育成
　・研修生確保のための広報活動の
継続
  ・インターンシップ受入先の開拓、拡
充
　・カリキュラム、シラバスの見直し

○林業労働力確保支援センターと連
携した就業者の確保
　・労確センターに配置している「森の
しごとコンシェルジュル」と県移住分野
の連携
　・相談会等で就業希望者への情報
提供
　・高校生対象の林業職場体験や技
術研修の開催
　・こうちフォレストスクールの開催
　・例年高知市で開催している林業就
業ガイダンスに東部・西部を追加開催

○小規模林業の活動を支援
　・協議会の開催
　・政策パッケージによる小規模林業
の活動への支援

○林業大学校における人材育成
・即戦力となる林業技術者の育成

○林業労働力確保支援センターと連
携した就業者の確保
・移住相談会等での就業希望者への
情報提供や相談対応の実施
・高校生対象の技術研修の開催

○小規模林業の活動を支援
・協議会の開催
・政策パッケージによる小規模林業の
活動への支援

森
づ
く
り
推
進
課

○自伐林家の生産活動を支援（緊急
間伐総合支援事業により間伐や作業
道開設を支援）
○自伐林家等の生産活動に必要な林
業機械レンタル費用等の支援

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

○制度運用のビジョンづくりから事務
的作業までの幅広く細かな支援を継
続
○オーダーメイド型の支援
・市町村ごとに課題や取組状況が異
なることから、市町村の状況に合わせ
た「オーダーメイド型」の支援を行うこ
ととし、意向調査や森林整備に向けた
進め方が具体的になっていない市町
村を重点的に支援
○県による地域林政アドバイザー研
修の実施

（変更なし）

森
づ
く
り
推
進
課

○認証森林の現況調査
○認証材の販売に関する情報収集
○R6年度に向けた支援事業の検討

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

○森林経営計画に基づき適切な森林
施業が実施されるよう造林事業（森林
環境保全直接支援事業）等による支
援を実施

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

74

③適切な管理が行われていない森林
の経営管理を市町村が行う森林経営
管理制度の円滑な運用を推進しま
す。

○制度運用のビジョンづくりから事務
的作業までの幅広く細かな支援を継
続
○オーダーメイド型の支援
・市町村ごとに課題や取組状況が異
なることから、市町村の状況に合わせ
た「オーダーメイド型」の支援を行うこ
ととし、意向調査や森林整備に向けた
進め方が具体的になっていない市町
村を重点的に支援
○県による地域林政アドバイザー研
修の実施

77 （変更なし） （変更なし）

森
づ
く
り
推
進
課

75

④【再掲】
若齢林の少なさを解消して森林生態
系の多様さを回復させるとともに森林
吸収源としてCO2吸収量の増大を図
るため、年間成長量の少ない高林齢
の人工林の伐採と再造林を促進しま
す。また、樹種や林齢の偏りを解消し
て森林生態系の多様さを確保するた
め、人工林の複層林化や混交林化、
利用が低位な広葉樹林の伐採利用な
どに努めます。

【再掲】
○補助事業等を活用した間伐・更新
伐・再造林の実施
○国の造林事業や県単独事業等を活
用した間伐・再造林への支援
○市町村、森林組合等への説明会の
実施
○市町村広報誌や林業機関誌等への
掲載による森林整備のPRの実施

78

④【再掲】
若齢林の少なさを解消して森林生態
系の多様さを回復させるとともに森林
吸収源としてCO2吸収量の増大を図
るため、年間成長量の少ない高林齢
の人工林の伐採と再造林を促進しま
す。また、皆伐にあたっては「皆伐と更
新に関する指針」に則り、周辺環境へ
の配慮を促進します。

（変更なし）

木
材
増
産
推
進
課

（変更なし）

取組４－２
生物多様性
に密接な関
係を有する
一次産業の
強化（林業）

73

②環境に与える負荷の少ない持続可
能な林業経営に努めるとともに、森林
の管理や伐採が、環境や地域社会に
配慮して行われているかどうかを評価
するFSC森林認証やSGEC森林認証
の取得を促進します。

76 （変更なし）

(2)林業

①新たな担い手を確保するために、新
規就業の促進に加え、都市部からの
移住促進や、山林所有者が山を自ら
手入れする自伐林家等を育成し、支
援します。

7572
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生物多様性こうち戦略　行動計画　～プラン４～
【活かす】生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進する

番
号

取組 行動計画
番
号

取組 行動計画

担
当
課

現行 2024改定版

○制度運用のビジョンづくりから事務
的作業までの幅広く細かな支援を継
続
○オーダーメイド型の支援
・市町村ごとに課題や取組状況が異
なることから、市町村の状況に合わせ
た「オーダーメイド型」の支援を行うこ
ととし、意向調査や森林整備に向けた
進め方が具体的になっていない市町
村を重点的に支援
○県による地域林政アドバイザー研
修の実施

（削除）

森
づ
く
り
推
進
課

○現在休止中の施業団地を掘り起こ
し、さらなる原木の増産に繋げていく。

(削除）

木
材
増
産
推
進
課

77

⑥森林資源が余すことなく活用される
よう、ＣＬＴの普及等により非住宅建築
物への木材利用を促進するとともに、
未利用間伐材や低質材などの木質バ
イオマスの利用拡大を推進します。

○非住宅建築物の研修会等による施
主と建築士の理解の醸成
○木造非住宅建築物の設計支援

○木質バイオマス燃料の安定供給に
ついて関係者と協議
○木質ペレット製造事業者の生産量
把握
○木質バイオマスの取り組みを広く
PR
○木質バイオマス発電施設のための
ガイドラインの周知と計画の妥当性の
確認

79

⑤森林資源が余すことなく活用される
よう、ＣＬＴの普及等により非住宅建築
物への木材利用を促進するとともに、
未利用間伐材や低質材などの木質バ
イオマスの利用拡大を推進します。

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

78

⑦生産技術向上研修等の開催による
品質の向上と担い手の確保、販売促
進及び新たな生産品目の掘り起こし
による競争力向上などより、中山間地
域の特色を活かした特用林産物の生
産拡大を図ります。

○担い手育成
○技術力向上、組織強化
○技術指導者の育成
○特用林産物の普及及び販売促進
○生産拠点づくり

80

⑥生産技術向上研修等の開催による
品質の向上と担い手の確保、販売促
進及び新たな生産品目の掘り起こし
による競争力向上などより、中山間地
域の特色を活かした特用林産物の生
産拡大を図ります。

（変更なし）

木
材
産
業
振
興
課

79

①新たな担い手を確保するために、新
規就業・異業種からの参入を促進する
とともに、生物多様性に配慮し、長期
的視点に立った漁業計画を策定でき
る指導者・技術者の確保と育成に努
めます。

○（一社）高知県漁業就業支援セン
ターによる就業相談から就業後のフォ
ローアップまでの一貫した担い手の育
成・確保の取組に対する支援を継続。
○関西での掘り起こしをさらに強化す
るため、大阪での漁業就業フェアの強
化を行うとともに、専門学校等での漁
業就業セミナーの開催を拡充。またUI
ターンサポートセンターと連携して漁
業就業セミナーや相談会の開催する。
○県内での掘り起こしを強化するた
め、県内ので漁業就業フェアを開催す
る
○将来の就業希望者を確保するため
に、小学生等に漁業の魅力を発信す
る。

81 （変更なし）

○（一社）高知県漁業就業支援セン
ターによる就業相談から就業後のフォ
ローアップまでの一貫した担い手の育
成・確保の取組に対する支援を継続。
○関西での掘り起こしをさらに強化す
るため、大阪での漁業就業フェアの強
化を行うとともに、専門学校等での漁
業就業セミナーの対象校を拡充。また
UIターンサポートセンターや他の一次
産業分野と連携し、関西での一次産
業フェアを開催する。
○県内での掘り起こしを強化するた
め、県内ので漁業就業フェアを開催す
るほか、県内高校での漁業就業セミ
ナー対象校を拡充する。
○女性の就業者確保に向け、県内漁
業現場の女性就業にかかる課題抽出
及び解決策の提案や、県内女性就業
者が意見交換等を行う水産女子会の
設立を行う。

水
産
業
振
興
課

80
②燃料の削減に貢献し、二酸化炭素
の排出削減に効果のある土佐黒潮牧
場の体制維持と機能強化を図ります。

・耐用年数が過ぎた黒牧を更新し15基
体制を維持

82 （変更なし） （変更なし）

水
産
業
振
興
課

81

③環境への負荷が少なく効率的な漁
業を推進するとともに、資源と生態系
の保護に取組む漁業や製品を認証す
るマリン・エコラベル・ジャパンの認証
水産物の消費拡大を図ります。

○県内事業者のＨＡＣＣＰ認証取得に
係る経費を補助対象とした高知県水
産加工業高度化事業費補助金を改正
し、ＭＥＬ認証取得に係る経費を新た
に補助対象経費として追加し、認証取
得を推進する。（R5.6要綱改正済み）

○県内の定置網事業者がマリン・エコ
ラベル・ジャパン取得の意向を示して
いるので、その認証に向けた各種支
援を行う。

83 （変更なし） （変更なし）

水
産
業
振
興
課

(3)水産業

⑤効率的で安定的な林業経営を確立
するため、施業の集約化を促進し、路
網の整備や高性能林業機械の導入な
どにより、効率的な木材の生産を実現
します。

（
削
除

）

（削除）

取組４－２
生物多様性
に密接な関
係を有する
一次産業の
強化（林業）

76

取組４－２
生物多様性
に密接な関
係を有する
一次産業の
強化（水産
業）

17
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